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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２８年３月１１日（金）午前１０時    開会 

               午後 ４時３３分 散会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 上 村 高 義 副委員長 嶋野浩一朗     委  員 森 西  正 

  委  員 村 上 英 明 委  員 増 永 和 起    委  員 南 野 直 司  

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  副市長 小野吉孝    

  生活環境部長 登阪 弘  同部理事 北野人士 

同部次長 山田雅也  同部参事兼産業振興課長 池上 彰 

市民課長 川本 勝也  市民活動支援課長 谷内田 修  

保健福祉部長 堤 守  同部理事 島田 治 

同部参事兼高齢介護課長 鈴木康之 

  保健福祉課長 丹羽和人  障害福祉課長 吉田量治 

  国保年金課長 安田信吾  保健福祉課参事 川口敦子 

  国保年金課長代理 大西健一 高齢介護課長代理 藤原英昭 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局書記 井 上 智 之 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第 １号 平成２８年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第 ９号 平成２７年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

  議案第 ６号 平成２８年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算 

  議案第 ３号 平成２８年度摂津市国民健康保険特別会計予算 

  議案第１１号 平成２７年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

  議案第４１号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第 ８号 平成２８年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算 
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  議案第１４号 平成２７年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  議案第 ７号 平成２８年度摂津市介護保険特別会計予算 

  議案第１３号 平成２７年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

  議案第３８号 摂津市敬老金条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第４２号 摂津市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第３７号 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び摂津市身体障 

害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

条例制定の件所管分 

  議案第３９号 摂津市立保健センター条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第２２号 摂津市立別府コミュニティセンター条例制定の件 

  議案第４０号 摂津市斎場条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第４３号 摂津市企業立地等促進条例の一部を改正する条例制定の件所管分 

  所管事項に関する事務調査について 
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（午前１０時 開会） 

○上村高義委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、南野委員

を指名します。 

 議案第６号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 パートタイマー等退職

金共済特別会計予算ですけれども、昨年度

と比べて、加入の事業者がどれぐらいふえ

ているのか、減っているのか、また加入者

数についても教えてください。 

 それから、広報周知をどのようにされて

いるのか、教えてください。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 それでは、ただい

まの増永委員のご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、加入事業者数でございますけれど

も、平成２７年の４月１日現在は３４事業

所、１８１名の加入がございましたけれど

も、この２８年の２月末現在につきまして

は、３１事業所、１６４名となっており、

３事業所、１７人の減となっております。 

 あと、周知につきましては、産業振興施

策を取りまとめました便利帳等がござい

ますので、そちらを関係機関等に配付する

などして周知をしておるところでござい

ます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 この制度は、非常にいい

制度です。摂津市がずっと続けて頑張って

いただいている分で、加入されている方々

にとっても、非常にいい内容になっている

と理解しております。周知をしっかりして

いただいて、たくさんの事業所に入ってい

ただいて、加入者もたくさんふやしていた

だきますように要望しておきます。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございませんか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 私のほうからは、この１

２ページのところで、共済一般管理費で、

パートタイマー等退職金共済運営委員会

委員報酬というのが計上されているとい

うことであります。過去の議事録等を見ま

すと、運営員会の中では、１％の運用利息

のこととか議論されているということを

お聞きしてるんですけれども、そのことも

含めて、どういったことがこの委員会の中

で議論されているのかというのを１点だ

け、お尋ねしたいと思います。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 パートタイマー

等退職金共済運営委員会でございますけ

れども、この運営委員会につきましては、

退職金共済制度の円滑な制度の運営を図

るために設置しておるものでございまし

て、委員につきましては９名以内と設定し

ておりますけれども、今現在６名の方にお

願いしているところでございます。運営委

員会の開催につきましては、特に問題が生

じていることもございませんので、この３

年間は開催の実績がございません。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 予算上は、毎年こういう

形で計上されている中で、過去３年間開催

されていないということでございまして、

先ほど増永委員の質疑の中でありました

ように、この加入の事業者数とか、会員が

ふえるということはそうないかもしれま

せんけれども、減ってきている現状であり

ますので、そういう意味で、この制度の周
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知の方法について、もっとよりより制度と

していくことも含めて、この中でも議論し

ていただくような場を設けて、このパート

タイマー制度をしっかりと運用できるよ

うに、また加入者がふえていくような形で、

今後、取り組んでいっていただければなと

思います。要望として述べておきます。 

○上村高義委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 決算のときにも話をさせ

ていただいたんですけれども、今、非正規

雇用の割合がふえておりますけれども、や

はりパートタイマー共済掛金制度という

のが必要なときなのかなと思っておるん

です。それが今、だんだんと事業所数が減

って、加入者数が減っているという状況で

ありますけれども、先ほどから、他の委員

からも周知をというようなことがありま

す。まずは、やはりこの摂津市にかかわり

の近いところから、やはり加入をしていた

だくというような取り組みを図っていか

なければならないと思っているんですけ

れども。国もこの制度もあり、国のほうで

掛けられているところはいいとは思うん

ですけれども、この制度に入られていない

ところ、やはりそれは加入していただくよ

うに取り組みをしていかなければならな

いと思っています。例えば、外郭団体とか、

摂津市に近いような団体への取り組みを

今までどうされていたのか。今後、取り組

みをしていこうという考えはあるのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 森西委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 加入の促進ということで、いろいろ委員

からもご指摘いただいているところでご

ざいますけれども、おっしゃっていただき

ましたように、国でも中小企業の共済制度

がございまして、同じような内容のものも

ございますので、そちらに掛けておられる

方も多いかと思います。ただ、おっしゃら

れたように、掛けていないというところも

まだまだ多くございますので、何とか周知

を図っていきたいとは思っております。 

 ただ、市に近いところにということでご

ざいますけれども、私どもとしましては、

こういう制度があるということを、市に近

い外郭団体等も含めまして、同様に周知を

していき、促進を図っていきたいと思って

おります。外郭団体に特化して勧誘すると

いうようなところまでは、こちらのほうと

して言えるのかどうなのかということも

ございますし、また一般的な企業にしまし

ても、やはり加入するかどうかというのは

そちらに委ねておるということで、加入の

申し込みがあれば、こちらのほうで受け付

けて、きっちりと対応し、加入していただ

くということになるのですけれども、そこ

も含めて、広報等を通じて周知していきた

いとは考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 恐らく、これは、毎年、事

業所数が減って、加入者数が減っている状

況であろうかと思いますけれども、このパ

ートタイマーの共済掛金、今後の制度のあ

り方という問題になってこようかと思い

ますので、その点、どのように考えておら

れるのか、部長か、副市長から、パートタ

イマー共済掛金の考え方について、総括的

にお答えいただけたらと思います。 

○上村高義委員長 登阪部長。 

○登阪生活環境部長 このパートタイマ

ーの退職金共済制度につきましては、過去

からいろいろご質問を受けておりまして、
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市といたしましても、今回の、第５次の行

政改革の中でも、このパートタイマー制度

をどうしていくかという議論もございま

した。ご存じのように、今回の項目の中に

は載せておりません。ということは、市と

いたしましては、少なくともこの５年間、

この事業は続けていくということでござ

いますし、森西委員からもご提議がござい

ましたように、それぞれの労働環境、そう

いったことの状況を見ながら、この制度が、

その中でどのような形で位置づけられて

いくのかにつきまして、十分検討をしまし

て、いろんなご意見をいただいて、引き続

き取り組んでいきたいと考えております。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１１分 休憩） 

（午前１０時１３分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第３号及び議案第１１号の審査を

行います。 

 本２件のうち、議案第１１号については

補足説明を省略し、議案第３号についての

補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、議案第３号、

平成２８年度摂津市国民健康保険特別会

計予算につきまして補足説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳入でございますが、１０ページ、

款１国民健康保険料、項１国民健康保険料、

目１一般被保険者国民健康保険料は、被保

険者数の減少に伴う保険給付費など、歳出

の減少により、前年度に比べ９％の減とな

っております。収納率は、現年度分が９０．

５％、滞納繰越分が１３．７％を見込んで

おります。 

 目２退職被保険者等国民健康保険料は、

前年度に比べ３０．５％の減で、退職被保

険者等の新規適用の廃止など、被保険者数

の減によるものでございます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料、目

１督促手数料は、前年度に比べ３３．３％

の増となっております。 

 １２ページ、款３国庫支出金、項１国庫

負担金、目１療養給付費等負担金は、前年

度に比べ９．７％の減で、被保険者数の減

少に伴う給付費等対象費用の減によるも

のでございます。 

 目２高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ８．９％の増で、８０万円以上の

高額医療費に係る共同事業医療費拠出金

の４分の１が法定負担分となっておりま

す。 

 目３特定健康診査等負担金は、前年度に

比べ６．２％の減でございます。 

 項２国庫補助金、目１財政調整交付金は、

前年度に比べ４．４％の減でございます。 

 款４療養給付費交付金、項１療養給付費

交付金、目１療養給付費交付金は、前年度

に比べ５３．０％の減で、退職被保険者の

減少に伴う医療費等の減によるものでご

ざいます。 

 １４ページ、款５前期高齢者交付金、項

１前期高齢者交付金、目１前期高齢者交付

金は、前年度に比べ３．４％の増で、６５

歳以上の前期高齢者加入割合の増に伴う

ものでございます。 

 款６府支出金、項１府負担金、目１高額

医療費共同事業負担金は、前年度に比べ８．

９％の増で、拠出金の増に伴うものでござ

います。 

 目２特定健康診査等負担金は、前年度に

比べ６．２％の減でございます。 
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 項２府補助金、目１事業助成補助金は、

前年度に比べ１．０％の増となっておりま

す。 

 目２財政調整交付金は、前年度に比べ７．

６％の増で、保険財政共同安定化事業に係

る激変緩和分の増などによるものでござ

います。 

 款７共同事業交付金、項１共同事業交付

金、目１高額医療費共同事業交付金は、前

年度に比べ８．９％の増でございます。 

 １６ページ、目２保険財政共同安定化事

業交付金は、前年度に比べ７．６％の減で、

国保連合会への拠出額から実績を参考に

計上いたしたものでございます。 

 款８繰入金、項１一般会計繰入金、目１

一般会計繰入金は、前年度に比べ１．６％

の増で、国保財政安定化支援事業繰入金の

増などによるものでございます。 

 目２保険基盤安定繰入金は、前年度に比

べ２．０％の増でございます。 

 款９諸収入、項１雑入、目１一般被保険

者第三者納付金、目２退職被保険者等第三

者納付金、目３一般被保険者返納金、目４

退職被保険者等返納金は、過去の実績を参

考に計上いたしております。 

 目５雑入は、現金給付の指定公費を見込

んでおります。 

 １８ページ、項２延滞金、加算金及び過

料、目１延滞金は、保険料に係る延滞金で

ございます。 

 次に、歳出でございますが、２０ページ、

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費は、前年度に比べ７．１％の増で、２

年ごとに行っております被保険者証の一

斉更新の費用などによるものでございま

す。 

 目２連合会負担金は、前年度に比べ３．

３％の減となっております。 

 目３市町村部会負担金は、前年度と同額

となっております。 

 項２徴収費、目１賦課徴収費は、前年度

に比べ２５．６％の増で、電話催告等業務

委託料の計上などによるものでございま

す。 

 ２２ページ、項３運営協議会費、目１運

営協議会費は、前年度と同額となっており

ます。 

 款２保険給付費、項１療養諸費、目１一

般被保険者療養給付費は、前年度に比べ３．

２％の減で、被保険者数の減によるもので

ございます。１人当たりの費用額は、３．

７％増の３７万２４６円を見込んでおり

ます。 

 目２退職被保険者等療養給付費は、前年

度に比べ４０．０％の減で、退職被保険者

等、被保険者の減少に伴い、医療費の減を

見込んでおります。 

 目３一般被保険者療養費は、前年度に比

べ７．３％の減でございます。 

 目４退職被保険者等療養費は、前年度に

比べ４９．８％の減でございます。 

 目５審査支払手数料は、前年度に比べ１

１．３％の減でございます。 

 ２４ページ、項２高額療養費、目１一般

被保険者高額療養費は、前年度に比べ７．

８％の減でございます。 

 目２退職被保険者等高額療養費は、前年

度に比べ５１．０％の減でございます。 

 目３一般被保険者高額介護合算療養費

及び目４退職被保険者等高額介護合算療

養費は、前年度と同額となっております。 

 項３移送費、目１一般被保険者移送費及

び目２退職被保険者等移送費は、前年度と

同額となっております。 

 ２６ページ、項４出産育児諸費、目１出

産育児一時金は、前年度に比べ２．５％の



- 7 - 

 

増でございます。 

 目２支払手数料は、前年度と同額となっ

ております。 

 項５葬祭諸費、目１葬祭費は、前年度に

比べ１．２％の増でございます。 

 項６精神・結核医療給付費、目１精神・

結核医療給付金は、前年度に比べ１．３％

の減でございます。 

 ２８ページ、款３後期高齢者支援金等、

項１後期高齢者支援金等、目１後期高齢者

支援金は、前年度に比べ５．８％の減で、

被保険者数の減少及び過年度分精算によ

るものでございます。 

 目２後期高齢者関係事務費拠出金は、前

年度に比べ２２．９％の減となっておりま

す。 

 款４前期高齢者納付金等、項１前期高齢

者納付金等、目１前期高齢者納付金は、前

年度比べ１９．１％の減でございます。 

 目２前期高齢者関係事務費拠出金は、前

年度と比べ５．３％の減でございます。 

 款５老人保健拠出金、項１老人保健拠出

金、目１老人保健事務費拠出金は、前年度

と比べ２２．２％の減でございます。 

 ３０ページ、款６介護納付金、項１介護

納付金、目１介護納付金は、前年度に比べ

７．２％の減で、第２号被保険者数の減及

び過年度精算によるものでございます。 

 款７共同事業拠出金、項１共同事業拠出

金、目１高額医療費共同事業医療費拠出金

は、前年度に比べ８．９％の増でございま

す。 

 目２保険財政共同安定化事業拠出金は、

前年度に比べ４．７％の減でございます。 

 目３高額医療費共同事業事務費拠出金

は、前年度に比べ１１．１％の増でござい

ます。 

 目４保険財政共同安定化事業事務費拠

出金は、前年度に比べ１１．１％の増でご

ざいます。 

 目５その他共同事業事務費拠出金は、前

年度と同額となっております。 

 款８保健施設費、項１保健施設費、目１

特定健康診査等事業費は、前年度に比べ５．

０％の減でございます。 

 ３２ページ、目２保健衛生普及費は、前

年度に比べ４．８％の減で、データヘルス

計画に基づき、糖尿病性腎症重症化予防な

どの事業を実施いたしてまいります。 

 款９諸支出金、項１償還金及び還付加算

金、目１一般被保険者保険料還付金は、前

年度に比べ１４．２％の増となっておりま

す。 

 目２退職被保険者等保険料還付金は、前

年度に比べ２．８％の減でございます。 

 ３４ページ、款１０予備費、項１予備費、

目１予備費は、前年度と同額となっており

ます。 

 以上、予算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○上村高義委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 国民健康保険特別会計

予算の質問をさせていただきます。 

 今回、保険料率が据え置かれていること

については、非常に評価をしているところ

です。しかし、法定外の繰入を減らしてい

ると思うんですけれども、その金額につい

て教えてください。 

 それから、法定外繰入を減らすことにつ

いて、本会議代表質問の中で、都道府県化

を目指して、そういうことが必要だという

ようなご答弁をいただいたと思うんです

けれども、今、都道府県化は、具体的にど

んな状況にあるのか。ガイドラインを策定
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するような方向で、大阪府の動きが進めら

れていると思うんですが、そういう協議の

中に摂津市が入っているのか。また、入っ

ていないなら、どうやって情報も集めて、

摂津市の意見というものも反映している

のか。全体のスケジュールとあわせて、摂

津市が今どういう状況なのかということ

についても教えていただきたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、増永委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、法定外繰入金の減少額についてで

ございます。平成２７年度でございますが、

平成２８年度と比較しまして約４，７４０

万円ほど減少させていただいております。

ここにつきましては、代表質問でも申しま

したとおり、法定繰入がふえておりますこ

とから、一定の抑制を図らせていただいた

ものでございます。 

 続きまして、都道府県化の現在の状況で

ございます。 

 都道府県化につきましては、昨年の５月

の国保の一部改正によりまして、平成３０

年度から国保の広域化が行われることと

規定されております。その中で、大阪府に

おきましては、府と市の協議の場となりま

す国保広域化調整会議が４月から設置さ

れております。現在、平成３０年度に向け

ました議論が進められているところでご

ざいますが、協議の内容としましては、国

保運営方針に盛り込む内容に関する事項、

国民健康保険の納付金の算定のルールと

財政運営に関する事項、標準保険料率等に

関する事項、その他国民健康保険に関する

事項となっております。 

 代表としましては、調整会議のメンバー

としましては、各ブロックから出ていただ

くことになっておりまして、北摂からは、

豊中市が調整会議の代表として出ていた

だいております。また、その調整会議の下

部組織でありますワーキンググループに

豊中市と茨木市が出ていただいておりま

す。随時、北摂の研究会等を開催しており

ますので、情報は随時いただいている状況

でございます。また、摂津市からも、その

都度、ワーキンググループの代表等を通じ

て、要望等は出させていただいております。 

 スケジュールに関してでございます。 

 ２７年度につきましては、調整会議の取

りまとめが一旦終わったところと聞いて

おります。まだ、方向性の案が示されてい

る段階でございますので、引き続き来年度

以降も協議はされていくものとなってお

ります。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 都道府県化について、国

のほうは、市町村単位で国保料が変わって

いくということについては問題ないとい

うか、それぞれの市町村で決めてよいと言

っていると思うんですけれども、大阪府の

ほうは、統一保険料にやはりかなりこだわ

っていると聞いています。大阪府の標準よ

りも所得水準が高いのか、低いのかという

ところを軸にして、２段階ぐらいに考えら

れているんでしょうか。摂津市は、そうな

ると、どちらのほうに入っていくのか。ま

た、医療費の水準は、余り入れない方向だ

ということも聞いているんですけれど、そ

れが摂津市の国保料にどんな影響がある

のか。府からおりてくるのも、強制力はな

いとは言いながら、分担金として大阪府に

上げていくお金が決定してきますので、そ

こは非常に大事なのかなと思っているん

ですけれども、そういうことについて、具

体的に摂津市にとってどうなのか、それに
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ついてどういう意見をおっしゃっている

のかということについて教えていただき

たいと思います。 

 都道府県国保運営方針というのを今審

議されているというお話でしたけれども、

国保料だけではなくて、一部負担金の減免

であるとか、減免のやり方であるとか、さ

まざまなことがそこで話し合われて、統一

しようと大阪府は考えているという認識

を私は持っているんですけれども、そうい

う状況についても教えていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 都道府県化となっ

た場合の保険料のお話でございます。 

 委員がおっしゃるとおり、大阪府におき

ましては、従前より統一料率を目指した形

で協議が進められている状況ではござい

ます。しかしながら、今の状況を見ており

ますと、保険料につきましては、府内にお

きましても保険料と保険税をやっておら

れる違いや、賦課方法、応益割、応能割、

また資産割をとっておられるなど、不統一

な部分もございます。そういったところを

いかに統一していくかというところが、議

論の中に組み込まれておるところでござ

います。 

 保険料の水準は、統一化した場合に標準

より高いか低いかというところです。ここ

は、府内の保険者の中で摂津市の所得がど

の位置にあるかというところが影響して

くるところでございますが、昨年度、保険

財政の共同安定化事業、これが拡充される

ときに、摂津市は拠出金がふえますという

ご説明をさせていただいておりました。こ

れは、やはり所得割が導入されたというと

ころがございますので、そういった面から

も、摂津市におきましては、国保の保険者

の中では、摂津市は標準より府内では高い

ほうではないかと見ております。 

 国保の保険料以外の部分でございます。

確かに、ワーキンググループのところで、

財政運営のワーキンググループというも

のと、事業運営のワーキンググループとい

うものがございます。そういった部分で、

保険料の議論だけではなく、一部負担金や

減免につきましても、あわせて統一化に向

けた協議が進められているところでござ

います。本市においても、当然ながら減免

や一部負担金につきましては、府内共通の

取り扱いが望ましいとは考えておるとこ

ろでございますが、統一化するに当たって

は、やはり各市における基準を確保するよ

うな形で統一化を図っていただけるよう

に意見を申しておるところでございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 今のご答弁を聞いてい

て、都道府県化によって、摂津市は、国保

の中では所得が高い方であることから、拠

出のほうが多くなる。摂津市にとっては、

保険料としては摂津市独自でやるよりも、

もっと上がってしまうというか、マイナス

になっていく可能性が高いと思うわけで

す。 

 摂津市は、保険料も過去２年は値上げを

されましたが、今まですごく頑張って、そ

の前は、６年間ぐらい据え置きをずっとさ

れてきて、大阪府内でも一番保険料が安い

んですよというようなお話もいただいて

いました。その中で、今回、また料率据え

置きということで非常に頑張っていただ

いたと思うんです。それは、市民の状況を

よく見ていただいて、そこで料率据え置き

に踏み切る判断をしてもらったと思うん

です。それは、やっぱり摂津市だからこそ、

市民の声をしっかり聞いていただける状
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況にあったからだと思います。 

 ところが、この都道府県化になりました

ら、所得だけを見て、数字だけの判断とい

うことになるわけです。そしたら、そこの

家庭が厳しいかどうかいうのはどれだけ

わかるのかといえば、国保は、子どもがた

くさんいてたり、ご両親を一緒に扶養して

いたりとなると、保険料が上がってくると

いう制度になっておりますよね。所得だけ

で見て判断をしたら、本当に厳しいところ

がもっと厳しくなっていくということに

もなりかねないわけです。所得だけで比べ

て、所得が高いから、そこからはたくさん

とるんだという都道府県化のやり方とい

うのは、非常に荒っぽいなと思います。 

 医療費の部分を換算しないということ

も、それはおかしいんじゃないかなとも思

いますし、摂津市の立場に立って、しっか

りと市民の暮らしを守るように、この都道

府県化に向けても意見を言っていただき

たいと思っております。そもそも、都道府

県化をやることが市民にとって何もメリ

ットはないと思いますので、これについて

は反対をしていただきたいと私たちは思

っています。 

 一部負担金の減免制度についても、摂津

市は本当に非常にいい内容です。大阪府下

の中で、東大阪市や八尾市はありますけれ

ども、それに次いで、摂津市は一部負担金

減免が高いと思うんです。それは、本当に

困ったとき、病院にかかりたくてもかかれ

ない苦しい状況のときに、医療費の負担な

しでかかれるという、そういう本当に命を

救う制度なんです。この摂津市の水準に合

わせて、他市がみんな同じにしてくれるん

なら、それはもう望ましいことです。しか

し恐らく、大阪府統一ということになりま

すと、ほかの市町村と同じレベルといいま

すか、もっと引き下げた形になってしまう

のではないかと思うんです。 

 減免制度にしてもそうです。摂津市は、

去年の所得は高いけれど、ことし、いろん

な状況があって非常に苦しくなっている

という場合は、減免をしていただけます。

でも、大阪府下のいろんな市ではそうでは

ない。去年の所得とその前の所得とどれだ

け下がったかみたいなことで決めていま

す。そしたら、所得が低いのに減免しても

らえないという状況も出てきています。摂

津市の減免制度については、いい制度だと

思っておりますけれども、これがまた都道

府県化になると使えなくなってしまうか

もしれない。摂津市が今まで頑張ってくれ

ていたことが、都道府県化によって、市民

の生活が壊れてしまうような状況になり

かねないということでは、大いに意見を言

っていただいて、反対もしていただきたい

と考えます。 

 今、お話の中で、まとめようとしている

けれども、保険料や保険税、まずそこから

違っているとか、いろんな問題が出てきて

いると思うんです。一部負担金にしても、

減免にしても、賦課の仕方にしても、それ

ぞれ各項目で統一するのはなかなか難し

いとか、独自でやってきたことを尊重すべ

きだとかいうような意見が出ているとい

う資料も持っております。まとまらないと

いうことになっていくと、それに対して、

大阪府が方向性をまとめるための何かを

するのか、それとも、まとまらないんだか

ら、無理やり統一しようとはしないという

ことで進んでいくのか。私は各市町村独自

のやり方でやっていってほしいと思うん

ですけれど、都道府県化に仮になったとし

たら、無理にまとめようとするのかどうか

について、教えていただきたいと思います。 
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○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 協議がどういうま

とまり方になるかというところでござい

ます。ことし、協議が始まって、ワーキン

ググループも数回行われてはおりますが、

最終的にはまだ決まったものではござい

ません。ただ、やはり３０年度からスター

トできる部分は、やはりまとめていくもの

だと考えておりますが、一定、激変緩和の

期間は設けた上で、統一化に向けた形で進

んでいこうという方向性になっているも

のと見ております。ですので、平成３０年

度に急にご負担がふえる形にはならない

ようには、こちらとしましても要望してお

るところでございます。 

 保険料の水準につきましては、平成３０

年度から、また新たに国保への財政投入が

行われる予定がございますので、摂津市に

つきまして、所得が高いほうではございま

すけれども、だからといって保険料が上が

るかというところは、今の時点では見通し

が立てにくい状況でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 摂津市のいい制度をし

っかりと守って、もし統一するなら、摂津

市の制度に合わせて統一せよというぐら

いのことを言っていただきたいなと思い

ます。特に一部負担金免除なんかは、そう

言っていただきたいなと思います。無理に

他市と合わせてやってしまうという乱暴

なことが決して起こらないように、そこは

大いに頑張っていただきたいなと思いま

す。 

 国の財源投入みたいな話もありました

けれども、今、国保料は、今でももう高い

んです。摂津市は、先ほど大阪府下で一番

安い時代もあったと言いましたけれども、

そのときでも、家計にすれば、やっぱりき

つかったんです。所得２００万円で３０万

を超える年間保険料というのは、どう考え

ても非常にしんどいものです。そこに対し

て、しっかりと思いを持っていただいて、

財源が国からおりてきた分、一般会計の繰

入を減らすとか、それから累積赤字を解消

するとか、そっちを第一にして、保険料を

上げるというようなことをこれからはし

ないでいただきたいです。 

 この前、一般財源の繰入分に、１，７０

０億円を使っていいんだということで、資

料もいただきましたけれども、これは一般

会計繰入をして、国保料の軽減を一生懸命

している市は、国保料を下げているんだか

ら、そこの一般会計繰入に入れてもいいよ

という話であって、値上げをしてもいいと

いう話では決してないと思うんです。国保

料というのは、今、高過ぎるから、できる

だけ引き下げようと。少なくとも、低いと

ころは、今までどおり頑張ってもらいたい

と。その上で、この財源を一般会計繰入に

入れてもいいですよと国は言っていると

思うので、値上げをしながら、一般会計繰

入を減らすというのは違うと思いますの

で、ぜひ、これからも値上げをせずに、値

上げをすればするほど、大阪府下の国保料

はどんどん平均が上がっていくことにも

なってしまうと思いますので、統一を目指

しても、値上げはせずに、頑張っていただ

きたいと思います。 

 国が言ってくるいろんな制度、それから

大阪府が言ってくるいろんな制度、そのは

ざまに立って、市民との暮らしを考えれば、

非常に苦しい状況に国保年金課の職員の

方々はあると思うんですけれども、安倍政

権もいつまでも続かないように、私たちも

頑張りますので、ぜひとも社会保障を守り、

市民のために、自治体も良心を守って、頑
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張っていただきたいと思います。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 国民健康保険特別会計

ということで、審査をさせていただくとい

うことでありまして、総額が１２３億８，

７００万円ということで、前年よりも６億

円ほど下がってきているということで、こ

の数年の右肩上がりからすれば、内容がど

うなったのかなと、いろいろと思いも浮か

べる中でなんですが、金額だけを見れば、

総額が減ってくるということはいい方向

なんだと思うんです。この平成２８年度の

国保料の値上げせず、いろいろとやりくり

はしておられる中で、この業務をされてい

るんだろうなと思います。 

 そういう中で、３点お尋ねをしたいと思

います。 

 まず１点目は、２２ページ、先ほどの補

足説明の中でも述べられましたけれども、

電話催告等業務委託をされるということ

であります。３８９万２，０００円という

金額でありますけれども、この業務内容と、

目的についてお尋ねしたいと思います。 

 ２点目が、３２ページのところで、一番

上の節１３の委託料の中で、特定健康診査

等委託料というのがあります。昨年の予算

比で見れば、昨年度よりも約３００万円減

っているということですが、この減った理

由と、わかれば平成２７年度の受診率、そ

して平成２８年度もどういう形で考えて

おられるのか質問したいと思います。 

 もう１点が、同じページですが、節１３

委託料の中で、若年者健診委託料が計上さ

れております。予算でいけば２５３万４，

０００円ということで、昨年と同じような

金額であるんですが、平成２６年度の決算

から見れば、１６０万円ぐらいだったと思

うんですけれども、若干差があるのかなと

思います。やはり健診というのは、もし病

気がわかったときに、ご本人も大変ですし、

お金の面でも大変なことになるというこ

とで、受診率を高めていかなければいけな

いという思いもございますので、この若年

者の件につきましても、この受診率をどう

見ておられるのかということと、この受診

の率上げるというか、受診者数を上げる施

策をどう考えておられるのかお尋ねした

いと思います。 

○上村高義委員長 大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理 村上委員の収

納業務にかかわりますコールセンター業

務の内容につきまして、私のほうからご答

弁させていただきます。 

 まず、こちらの電話催告等業務委託でご

ざいますが、平成２２年から実施をしてお

ります。こちらの業務を６課でコールセン

ターをお願いしており、予算は、当初、納

税課で一括で計上していましたが、平成２

８年度から、６課で案分し、各課で予算を

計上させていただいております。 

 業務内容につきましてですけれども、基

本的には初期滞納者の方に対する、納め忘

れはございませんかという形での催告業

務を行っていただいております。それ以外

には、資格の喪失というのも国保にはござ

います。もしかしたら資格の喪失されてお

りませんかという形で、勧奨業務も行って

おります。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 そうしましたら、私

のほうから、保健事業に関係しますところ

をご答弁させていただきます。 

 委員のおっしゃいましたとおり、予算の

総額が６億円減少しております。これは、
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主に被保険者数の減少が要因となってお

るところでございます。そんな中で、給付

費もあわせて減にはなっておるんですが、

１人当たりの医療費はまだ上がっている

状況でございます。 

 そこで、今年度、データヘルス計画の策

定に向けて最終段階には来ておるところ

でございますが、やはり糖尿病といった生

活習慣病、こういった部分が対策として上

げられてきております。そんな中で、特定

健診委託料、若年者健診も含めまして、受

診率をいかに上げていくかというのが課

題となっております。 

 平成２８年度、特定健診の委託料の減少

の理由としましては、被保険者の減少がご

ざいますので、これまでの実績を加味しま

して、委託料を見直しさせていただいたと

ころでございます。 

 受診率向上に向けての取り組みにつき

ましては、これまでやっております未受診

者への電話勧奨、ここの部分で、やはり土

曜日や夜間、こういった時間帯の架電件数

をふやすといったところを２８年度予定

しております。やはり、４０歳から５０歳、

お仕事されている方の受診率の低さが見

えてきておりますので、なるべく電話がつ

ながる時間帯に架電するような形で見直

しを図っているのが１点です。 

 また、受診勧奨のはがきもお送りはさせ

ていただいております。はがきをお送りし

た後は、反響が多い状況になっております。

はがきの発送時期を２回に分け、ことしは、

１回お送りさせていただいたんですけれ

ども、２回に分散させていただいて、個人

病院のほうでもやっていただいておりま

すが、保健センターの受診の枠がなるべく

重複しないように、はがきの発送を見直し、

また案内につきまして、パンフレット等を

同封しておりますが、２８年度、一体型と

いいますか、見やすいパンフレットの工夫

を予定しております。 

 最後に、受診率の状況でございますが、

現時点では、２６年度が最終の法定報告の

数字となっております。３１．６％が健診

の受診率となっております。２５年度３０．

７％でございましたので、若干ではござい

ますが、受診率は伸びておる状況でござい

ます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 最初、電話の件でござい

ます。 

 先ほどの答弁でもありましたけれど、一

般会計やほかの特別会計でも計上されて

いるということで、もともと一つでやって

おられたところを６課で分散して予算計

上をされているということであります。先

ほどありました滞納者への電話の件とか、

また資格喪失等の方ですね、しっかりとフ

ォローをお願いしたいなと。これは要望と

しておきます。 

 次の特定健診の件でございます。 

 この平成２８年度に向けてということ

で、特にデータヘルスをされてこられて、

糖尿病関係ですか、生活習慣病ということ

で、食事のこととか、講習会をされるとか、

一定の施策をされるということでありま

す。そういう中で、この受診率をふやして

いくということが、本当に大切なことであ

りますし、結果をご本人が自覚できるとい

うことで、生活習慣を少し改めないといけ

ないのかという認識もまた高まっていく

のではないのかなと思いますので、しっか

りとお願いしたいなと思いますし、やはり

この未受診者の方への電話の件、これは、

私も該当者だったんですが、もう残り１か

月、２か月しかないなということで受診を
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された方の声も聞いております。また通常

であれば、はがきやファクスで、第１希望、

第２希望を書いて出して、その後で結果が

来るということになっていると思うんで

すけれども、この電話では、それで予約を

していただけるというか、そういうことが

電話の本当に大きなメリットなんだろう

なと思います。 

 そういう意味で、今現状では３人に１人

ぐらいの受診率の割合ということであり

ましたけれども、例えば、４０歳から６０

歳で、受診されたことがないという方がお

られるのかどうか。おられれば、その方に

対してどういう対応をされておられるの

かということだけお尋ねしたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 受診を受けたこと

のない方がおられるのかというお問いで

ございます。 

 集計等はとれてはいないんですが、電話

勧奨をする中で、未受診の方、そして、受

けないという方もおられますので、その中

でヒアリング等もさせていただいており

ます。多いのが、やはり病院にかかってい

るから、もう治療中だから健診を受けない

んだという方がおられます。忙しいという

方もおられます。あと、健診を受けるのが

不安だといった方もおられます。そういっ

た方につきましては、できるだけ電話勧奨

の時点で、健診の必要性をしっかりお伝え

させていただいて、受診をいただくように

努めている状況でございます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 何度も何度もなんです

けれども、やはりこの健診を受けていくと

いうことが本当に必要なことであります

し、先ほどご答弁でもありましたけれども、

結果が来るのが怖いという方もあったり

とか、また通常の献血、それである程度数

値がわかるということで、これも一つの個

人のチェックと捉まえている方もおられ

ると聞いておりますので、しかしながら、

この数字上でいけば、３分の１の受診率と

いうことが出てきておりますので、やはり

しっかりと健診を受けていただけるよう

な、そういう周知というか取り組みを、こ

の電話の中でもお願いをしたいなと思い

ます。 

○上村高義委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、予算概要のほう

でお聞きしたいと思います。 

 １５４ページですけれども、一般事務事

業の中で、通信運搬費というのがあって、

昨年と比べて５００万円以上増になって

いるのかなと思うんですけれども、その増

の要因をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 その中に、国保のシステム改造委託料、

これは、昨年は予算が計上されておらず、

ことし新たに計上されていますので、中身

を教えていただきたいと思います。 

 １５６ページですけれども、先ほども、

村上委員の質問で、被保険者が減になって、

給付が減っているということのご説明を

いただいたんですけれども、説明を聞いて

もわからなかったんですけれども、今まで

毎年ふえていて、増になっていて、それで

２８年度が減になっていると、高齢化社会

でありますから、増になるのが当たり前だ

とは思うんですけれども、なぜ２８年度は

減になったのか、教えていただきたいと思

います。 

 １５８ページです。後期高齢者の支援金
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ですけれども、これも、先ほどの答弁の中

で、対象者が減になったということであり

ますが、それも説明を聞いて、わからなか

ったんで、同じくご説明をいただきたいと

思います。 

 戻りまして、退職被保険者のところです

けれども、新規適用の廃止ということでご

説明をいただいたんですけれども、もう少

し具体的に中身を教えていただきたいと

思います。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、森西委員

のご質問にご答弁させていただきます。 

 まず、通信運搬費の増額の要因でござい

ます。こちらにつきましては、２年に１回

保険証を更新させていただいております。

２８年度は保険証の更新の年に当たりま

すので、保険証の発送費用が増の要因とな

っております。 

 続きまして、システム改造についてでご

ざいます。システム改造につきましては、

平成２８年度、先ほどの都道府県化のお話

に絡んでくるんですが、平成２８年度に都

道府県化に向けたシステムの簡易版が国

から府に配付される形になっております。

それに向けまして、それぞれの市のデータ

を、そのシステムに合わせた形で保険料納

付金の算定に当たる基本的な情報を送る

ために、現在のシステムの改造が必要とな

ってまいりますので、この分がシステム改

造委託料として、２８年度、計上させてい

ただいております。 

 続きまして、給付費の減の理由というと

ころでございます。被保険者数、これまで

給付費はふえておりますということでご

答弁させていただいたところでございま

す。平成２８年度につきましては、被保険

者数で言いますと、昨年度と比較して約１，

９００人減少を見込んでおります。１人当

たりにかかります医療費という単価で言

いますと、毎年上がっております。単価は

上がっていますけれども、それを上回る被

保険者の人数が減ったというところで、全

体数は下がっておりますけれども、１人に

かかる医療費は上がっているという状況

となっております。 

 被保険者数の減につきましては、７５歳

到達によって、後期高齢者に移行される方

が増加しておる部分と、平成２８年１０月

からは、短期労働者の方の社会保険の適用

の拡大というものがございまして、社会保

険に入れる枠が若干入りやすくなったと

いいますのか、適用が変わったことによっ

て、国保から社会保険に移られる方もふえ

るであろうということで、国のほうは減少

分を見込んでおるところでございます。 

 続いて、支援金の対象者の減につきまし

ても、支援金につきましては、被保険者数

が減少となっておりますが、先ほどの後期

高齢への移行がふえておりますという部

分に関係してきますが、後期高齢者支援金

というものが後期高齢者医療を支えるた

めの支援となっておりますので、どうして

も後期高齢の人たちがふえると、支援金が

ふえてまいります。増減の要因としては、

単価は上がっていますけれども、被保険者

数の減が上回っているということで、総額

は下がったという形になっております。 

 最後の新規退職被保険者の新規適用の

廃止の部分でございます。ここにつきまし

ては、もう平成２０年度に、後期高齢者制

度ができた時点で廃止というものが決ま

っておりました。現時点は、経過措置とし

て残っている形となっております。経過措

置としましては、平成２６年度までは新規

で退職被保険者の方を適用しますと、退職
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被保険者の方といいますのが、今まで会社

でお勤めされておられまして、厚生年金等

を受給されている方を退職被保険者とし

て適用してまいりましたが、２７年度から

は新規の適用はしないということで法律

が変わっておりますので、廃止となってお

ります。 

 これにかわる制度としまして、平成２０

年度から前期高齢者交付金ということで、

６５歳以上の方の財政調整の仕組みがで

きておる状況でございます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 通信運搬費はわかりまし

た。 

国保のシステム改造委託料ですけれど

も、今年度にデータを送るためのというこ

とでありますけれども、これは平成２８年

度だけのものなのか、一元化をするに当た

って、２９年度、３０年度、それ以降も続

くものなのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 あと、被保険者の件ですけれども、よく

わからないんです。高齢化社会で、一般的

に考えると、単価のそのときの増減はあろ

うかと思いますけれども、被保険者自身の

人数はふえていくのが普通だとは思って

いるんですが、ここでなぜ減ったのか。そ

れで、例えば、２９年度以後、減っていく

のか、ふえていくのか、たまたま２８年度

だけが減るということはあり得ないとは

思うんですけれども、その辺を教えていた

だきたいと思います。 

 後期高齢者の支援金もそうですけれど

も、後期高齢者へ移行されている方がふえ

ているということですけれども、対象者が

減っているというところがわからないん

です。その点を教えていただきたいと思い

ます。 

○上村高義委員長 大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理 私のほうから、

システムの改造委託料のお問いについて

お答えさせていただきます。 

 まず、平成２９年度に関しまして、平成

２８年度、データの吐き出しを行いますの

で、受けの分が出てくると想定をされてお

ります。平成３０年度から広域化になりま

すので、システムの何らかの改造委託料は

出てくるであろうと、これも推測ではあり

ますが、見込まれます。ただその後、経常

的に発生するものではないと私どもは考

えております。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、被保険者

の減の説明をさせていただきます。 

 国民健康保険の被保険者につきまして

は、ゼロ歳のお子様から７４歳までの方を

対象としております。また、後期高齢者医

療制度が７５歳以上の方が対象となって

おります。 

 現在、国保に入っておられた方が７５歳

に到達されますと、国保を脱退されて、後

期高齢に移行となります。そうなりますと、

国保の被保険者数が減っていく形になる

んですが、平成２２年度から２６年度の実

績を見ておりますと、摂津市の後期高齢者

の被保数ですが、２２年度６，１８３人で

ございました。その後、毎年５００人ずつ

ぐらいふえてきております。平成２６年度

には７，９６１人まで後期高齢者の方はふ

えておられます。７５歳以上の方ですので、

それまで会社勤めされていた方は少ない

状況ですので、会社の扶養に入っておられ

た方が、国保から後期高齢者に移行された

方となっております。逆に、国保の被保険

者の方で言いますと、平成２２年度は２万

６，３６０人の方がおられましたが、平成
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２６年度では２万４，３４６人まで減少と

なっております。 

 ここの状況を見ておりますと、国保から

抜けられて後期高齢へ移られる方が、新た

に加入される方よりも増加しているとい

うところで、被保険者数の減少が続いてい

るものとなっております。今後も、この状

況は続いていくものではないかなと見込

んでおります。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 システム改造委託の部分

は、理解しましたので結構です。 

 被保険者の件ですけれども、数字として

はそういう形では出ているから、そうだと

は思うんです。私の感覚では、社会保険か

ら国保に移行される方がふえるんだろう

というような認識があるんですけれども、

そこで人数が減っているので、後期高齢の

ほうに移行されて、後期高齢がふえられて、

国保が減るということであればわかるん

ですが、国保も減っている、支援金におい

ての対象者が減っているということであ

りますから、現実にはそういう数字が出て

いるので、そうだろうとは思うんですけれ

ども。予算としては減ったほうがいいんで

すけれども、これが例えば、当初予算の見

込みが違って、結局、補正で、いやこれだ

け必要なんですよということがないよう

に願っておるんですけれども。やっぱり予

算も的確な数字を出していただきますよ

うにお願いします。 

 あと、何か補足があれば、部長からよろ

しくお願いしたいと思います。 

○上村高義委員長 堤部長。 

○堤保健福祉部長 １点、安田課長からご

答弁申し上げました後期高齢の支援金の

対象者数が減っているというのは、後期高

齢者の方の数が減っているのではなくて、

後期高齢者支援金を支払う方、すなわち国

保の被保険者数が減っている、そういう意

味でございますので、よろしくお願いいた

します。 

 それともう１点、後期高齢者の数がふえ

るというのは、団塊の世代の方が７５歳到

達をこれからどんどんされていくという

ことで、今までの速度よりも上がってくる

ということもございます。 

 補足とさせていただきます。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 続きまして、議案第４１号の審査を行い

ます。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 条例の改正ですけれど

も、国保の法定軽減が広がるのと、それか

ら賦課限度額が引き上がるということだ

と思いますが、これによって、摂津市のど

れだけの国保加入者の方が影響を受ける

のか、法定軽減、賦課限度額、それぞれ教

えていただきたいんですけれど。法定軽減

が広がることで、そこの世帯、金額的には

どれぐらいの影響があるのか、国保料が安

くなるのかということです。摂津市として、

全体的にその金額はどれぐらいになるの

かということを教えていただきたいと思

います。賦課限度額も、金額も教えてくだ

さい。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 条例に関してのご

質問にお答えさせていただきます。 
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 まず、賦課限度額からご説明させていた

だきます。 

 賦課限度額につきましては、昨年度に引

き続きまして改定をさせていただくもの

でございます。医療分、後期高齢者支援金

分、合わせて２万円ずつ改定させていただ

きまして、限度額を介護分合わせて８９万

円とさせていただくものでございます。 

 影響人数でございますが、保険料につき

ましては世帯単位の賦課となりますので、

平成２７年度の限度額の超過世帯数で見

ますと、医療分で３４６世帯が影響すると

いうことでございます。また、後期高齢者

支援金分につきましては４５４世帯、これ

だけの方が限度額に２７年度達しておら

れましたので、引き上げによって影響が出

る世帯数となりますと、最大で４５４世帯

になってまいります。 

 影響額でございますが、限度額を引き上

げることによって、これまで限度額を超え

てしまって、保険料に反映できなかった額

でございます。試算値ではございますけれ

ども、医療分で約７５０万円、支援金分で

約５５０万円です。こちらの額が保険料に

影響する額となっております。 

 これによりまして、保険料の据え置きの

一つの要因となっておりますが、医療分で

０．０７％、後期高齢者支援金で０．０９％、

保険料率への抑制効果となっております。 

 続きまして、保険料の軽減世帯でござい

ますが、軽減につきましては、７割、５割、

２割軽減がございます。今年度につきまし

ても、昨年度に引き続き、２割と５割軽減

の基準額を引き上げさせていただくもの

でございます。５割軽減につきましては、

１人当たり３３万円の基礎額に、１人当た

り２６万円を加算しておりましたが、５，

０００円引き上げさせていただいて、１人

当たり２６万５，０００円、軽減判定に当

たっての基準額を引き上げる形になりま

す。２割軽減につきましては、１万円を引

き上げるという形となっております。 

 影響の人数でございますが、軽減世帯に

つきましては、５割軽減の世帯数、試算値

でございますが、４８世帯が拡充によって

適用される世帯がふえると、２割軽減で３

５世帯が増加となると見込んでおります。 

 ただ、景気の動向によっての基準の引き

上げですので、所得がふえられた方が外れ

ないようにするために、基準を引き上げる

ものでございますので、軽減の枠を広げる

というよりかは、これまでかかっていた方

が軽減対象から外れないように景気の動

向を見た改定となっております。 

 金額につきましては、基準額で申します。

お一人世帯であれば、５割軽減、これまで

所得が５９万円以下の方までが５割軽減

の対象となっておりましたが、見直し後は

５９万５，０００円、二人世帯であれば８

５万円が８６万円、それぞれ５，０００円

ずつお一人について加算になっていく形

になります。２割軽減につきましては、現

行お一人世帯であれば、８０万円までの所

得の方が、見直し後は８１万円以下までが

適用となります。お二人世帯であれば１２

７万円が１２９万円と、お一人ふえること

によって１万円ずつ加算がふえていくと

いう形になっております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 限度額が上がることで、

所得の高い方については、理解が得られる

んだろうと思うんですけれども、先ほども

言いましたけれども、国保の場合は、家族

数が多いということで金額が上がってい

く部分があります。多子世帯、子どものた

くさんいてはる世帯には、減免を行ってい
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るところもあると聞いております。やはり、

これから子育て支援ということであるな

らば、子どもがたくさんいてはって、その

ために国保料が非常に高額になってしま

うということがないように、そういう減免

についてもぜひ考えていっていただきた

いと思うんですけれども、これは要望とし

ておきます。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 ほかにないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第８号及び議案第１４号の審

査を行います。 

 本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者医療特別会

計について質問をいたします。 

 後期高齢者の保険料は、２年に１回見直

しということになっていると思います。今

回、見直しの年だと思うんですけれども、

それによって、どうなるのか教えていただ

きたいと思います。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 委員ご指摘のとお

り、後期高齢者の保険料につきましては、

２年に１回の改定ということで、平成２８

年度は改定年度となっております。改定の

状況でございますが、被保険者の給付費の

推計から料率を決定されることになって

おります。２月に行われた広域連合の会議

において、既に承認をされていると聞いて

おりますが、平成２８年度、平成２９年度

の料率につきましては、給付費の伸びによ

り、保険料の増加要素もある中、余剰金の

活用によりまして、所得割につきましては、

これまでと同様に１０．４１％で据え置き、

均等割額は５万１，６４９円と、これまで

の保険料から比べて９５８円引き下げと

なっております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 今回は引き下げという

ことだと思うんですけれども、税と社会保

障の一体改革の中で、どんどん社会保障費

が切り下げされてきています。今後、この

後期高齢者の医療制度、低所得者の軽減が

段階的に減らされるであるとか、それから、

社会保険の扶養に入っていた方が後期高

齢者に移った場合は、軽減があると思うん

ですけれども、そういうところも廃止をさ

れるとか、いろいろ削減メニューが並んで

いると思うんです。それについて、説明を

いただきたいと思います。 

 それから、先ほどの国保のほうも、後期

高齢者の支援金ということが出てきまし

たけれども、社会保険に加入されている方

も後期高齢者の支援金というのを払って

いると思います。その制度が変わって、総

報酬割を導入していくということになっ

ていると思うんですけれども、これについ

ても説明をいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 後期高齢者の方の

特例軽減の状況でございます。所得の少な

い方につきましては、法令では国保と同じ

く、７割、５割、２割の軽減となっており

ますが、特例軽減としまして、７割軽減に

該当する方で、所得に応じて８．５と９割

軽減という形で、特例的な軽減が行われて

おります。また、旧被扶養者、これまで社

会保険の扶養であって後期高齢に入られ

た方につきましても、９割軽減をされてい
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たところでございます。 

 その中で、今、現時点で見直しも、国の

ほうでは議論されている状況でございま

す。現時点での私どもの情報では、平成２

９年度に原則的な形に軽減を戻すと、特例

をなくしていくと。ただし、激変緩和も講

じるようなことも検討するということで、

情報としてはそういう状況となっており

ます。まだ確定になっておりませんので、

今後、国の動向を見てまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、社会保険の総報酬制の関係

でございます。後期高齢者支援金につきま

しては、それぞれ７５歳未満の方が加入し

ておられる保険から、後期高齢者制度への

拠出をしていくわけでございます。社会保

険におきましては、これまで国庫負担が投

入されておりましたが、その負担につきま

して、社会保険、被用者保険内で財源を調

整するよう総報酬制というものが見直し

されております。いわゆる、国の国費を当

てていたものを、これは国保のほうに回し

ていただく形にはなるんですけれども、そ

の分、被用者保険につきましては、被用者

保険者間で財源を調整すると、いわゆる、

所得の多いところ、報酬の多いところの負

担がふえる形で、支援金の見直しがされて

いるものでございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 特例が廃止をされるこ

とによって、負担が大きくふえていくとい

う指摘をされています。息子の扶養家族だ

った高齢者の方、年金６万４，４００円だ

った場合、これが今だったら５，６５０円

ぐらいの保険料になるんですけれども、こ

れがなんと５万６，５００円。それぞれ年

額ですね。１０倍に上がるということも指

摘をされています。 

 そもそも特例をつくったのは、そういう

計算式だけではとても支払えない人たち

がたくさんいらっしゃると。年金額は国民

年金で、４０年間ずっとかけて満額であっ

ても６万円、７万円というような金額です

ので、そういう人たちにちゃんと配慮をす

るということで、特例を設けてきたにもか

かわらず、政府のほうは実施してから７年

たつから、国保の軽減割合が最大７割と比

べて不公平だというようなことを言って、

削減してこようとしていると聞いていま

す。 

 こういうことをすることによって、後期

高齢者の方々を本当に苦しめると。保険料

のために食費を削るとか、医療にかからな

いとか、そういうことも起こってくるよう

な中身だと思います。 

 そもそも、この後期高齢者の医療制度と

いうのは、７５歳以上の人を囲い込んで、

医療の中身も制限していくという目的で

つくられたものであります。私たちは、こ

の後期高齢者医療制度そのものが本来あ

るべきものではないと思っておりますの

で、ぜひ、これはなくすようにということ

で言っていただきたいと思います。 

 国は後期高齢者に財源を持ってくるた

めに、社会保険の人たちの保険料も引き上

がっていくような仕組みをつくっており

ます。これも、現役世代に大きな負担を強

いるもので、社会保険からは反対の声も上

がっていたところかと思います。 

 国が財源を出すのではなくて、社会保険

に入れていた国の財源を引き上げて、それ

を国保に持ってくるという、国は何も、よ

り一層出すというようなことをしていな

いというような状況です。 

 本当に、税を引き上げながら社会保障は

少しもよくならないと。今度、消費税を１
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０％にというようなことも言われており

ますけれども、ますます高齢者の方々を初

め、たくさんの人がしんどい思いをする状

況になります。今年度は確かに引き下げに

なっているかもしれませんが、苦しめられ

るような負担増のメニューが続いている

ということについて、後期高齢者の分は摂

津市で金額をいじれるものではもちろん

ありませんけれども、自治体からも声を上

げていっていただきたいと思います。要望

といたします。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 後期高齢者医療特別会

計を各自治体が徴収して、それを広域連合

のほうに支払っていくというような流れ

かと思うんですが、その中で、１０ページ、

徴収のところで、普通徴収と特別徴収です

ね、この人数と比率をお尋ねしたいのと、

これまた、滞納繰越分というものが計上さ

れているんですけども、現年の普通徴収の

徴収率についてお尋ねしたいと思います。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 保険料の普通徴収

と特別徴収の比率でございます。 

 平成２７年度の１２月末現在の状況で

申しますと、被保険者数が８，２８４名総

数としておられます。その中で、特別徴収

の方が６，０３２名、全体の７２．８％。

普通徴収につきましては、２，２５２名、

２７．２％。こういった状況となっており

ます。 

 続きまして、保険料収納率の状況でござ

います。こちらにつきましても、平成２７

年１２月末現在の状況でございます。 

 普通徴収におきましては、９７．８８％

が徴収率となっております。特別徴収は、

１００％になりますので、全体で申します

と、９９．０７％が後期高齢者の現年分の

保険料収納率となっております。前年の同

時期と比べますと、０．２９％収納率が上

がっている状況でございます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 特別徴収は、１００％徴

収ということであるんですが、その中でも

普通徴収も９７．８８％という形で結構高

い比率です。国民健康保険は、９０％ぐら

いだったと思うんですが、それも高い比率

だと思います。 

 そういう中で、特別徴収とこの普通徴収

の人数ですね。さっきお聞きしましたけど

も、金額面でいけば大差がないようなこと

であるので、普通徴収の方が納める分のウ

エートが大きいのではないのかなと思い

ます。そういう意味では事務処理のことも

ありますし、そういうことを考えていくと、

特別徴収に極力切りかえていっていただ

けるような方向で推奨といいますか、取り

組みと言うんですかね、そういうことも含

めてお願いをしたいなと思って、要望とし

ておきます。 

○上村高義委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 今、摂津市から、この制度

に関して広域連合に要望なり、この点が課

題だから改善してほしいという部分があ

るのか、そういう要望を上げているのか。

もしくは反対に、広域連合から、この点が

課題だから各市町村に対して何らかの要

望があるのかですね。教えていただきたい

と思います。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 広域連合と、お互い

の要望についてでございますが、広域連合



- 22 - 

 

と市町村におきましては、それぞれ給付部

会と資格部会ですかね、そういった部分で

会議の場を定期的に設けております。 

 その中で市町村から、給付においてはこ

ういうことをお話ししたいのでというこ

とで議題が上げられたり、改善を求めたり、

また、逆に、広域連合からは、収納率を上

げてほしいということで市町村への努力

を求められたりという部分のお話が定例

的には行われている状況でございます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 そしたら、摂津市から広域

連合に何か、摂津市においての課題という

ことで、この点を改善してほしいと上げて

いる部分はあるんでしょうか。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 特に課題としては

ございません。 

 常日頃、担当者レベルで広域連合と連携

していろいろと話はさせていただいてお

りますので、大きな課題として何かあげて

いるというものは、特にはない状況でござ

います。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 例えば、他の後期高齢者全

体の制度として、他の市町村から大阪府に、

この辺が課題だから改善してほしいとか、

そういうような声はあるのか教えていた

だきたいと思うんですけれども。 

○上村高義委員長 堤部長。 

○堤保健福祉部長 大阪府の広域連合と

いうのは、市町村から職員を派遣しまして、

後期高齢者医療制度の運営に当たってい

る状況でございますので、常日頃、私ども

の職員が１名行っておりまして、連絡も密

に交わしている状況でございます。 

 後期高齢者医療制度に対する要望につ

きましては、大阪府市長会を通じまして、

国に対して要望を上げさせていただいて

いるところです。 

 特に、最近の広域連合からの要望という

のが、やはり人材の要望でございます。 

 市町村から職員を派遣します関係で、毎

年派遣をされると向こうも困ってしまい

ますので、最初は２年ということで派遣を

させていただいていました。 

 ところが、医療というのは、かなり専門

的な部分でございますので、２年では短い

ということで、２年前から３年に延ばして

ほしいということで３年に延びておりま

す。今、派遣している職員も、３年という

任期で行かせていただいております。 

 それにあわせまして、政令市におきまし

ては、課長級ですとか管理職の派遣をして

おりますので、そういった職員もあわせて

お願いをしたいという要望が来ておるん

ですけれども、各市町村からですね、係長

級、あるいは課長代理級、あるいは課長級

というような職員を派遣するのは非常に

難しいんですが、ぜひ検討をしてほしいと

いうことで、要望が上がっていると聞いて

おります。広域連合として一番大きい要望

は、人材のことかと思っております。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４１分 休憩） 

（午前１１時４３分 再開） 

○上村高義委員長 議案第７号及び議案

第１３号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 
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 増永委員。 

○増永和起委員 介護保険特別会計の質

問をさせていただきます。 

 予算書の２２ページ、介護予防サービス

等諸費の中で、介護予防居宅サービス給付

費、介護予防地域密着型サービス給付費、

介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改

修費がそれぞれ減額となっています。 

 昨年は一昨年よりも増額となっていた

と思います。 

 ２０ページですけれども、介護サービス

関係は増額になっているのに、どうして介

護予防サービス費のほうが、ほとんど減額

ということになっているのでしょうか。そ

のことについてお答えください。 

 それから、新しい総合事業で、この介護

予防の要支援の方々へのサービスが、訪問

介護のサービスと通所介護のサービス、こ

れが新しい総合事業に移ることになると

思いますけれども、この要支援の方々のサ

ービス、どんな新しい事業で展開されよう

としているのか教えてください。本会議の

代表質問でも取り上げましたけれども、現

行どおりのサービスでいけるのか、そうで

ないなら、それに対してどのような形を考

えられておられるのか。 

 今、介護事業所がこういった方々のサー

ビスを行っているわけですけれども、その

報酬が、国のほうで大きく引き下げられて

非常に苦しいという声が出ておりますが、

この新しい総合事業で介護事業所の報酬

をどのように考えておられるのか教えて

ください。 

 それから、新しい総合事業へこれから移

っていくスケジュールですね、これについ

ても教えていただきたいと思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、増永委

員の三つの質問にご答弁申し上げます。 

 まず、予算書２２ページの介護予防関係

の予算が減額になっている件につきまし

て、ご答弁申し上げます。 

 介護保険の給付費を算定する場合、介護

保険事業計画を３年間の推計として求め

まして策定いたします。この介護保険事業

計画に基づいて、給付費を予算に織り込ん

でいく形となります。 

 前年度は、要支援の給付がふえていくと

いう予定で増額をさせていただきました

けれども、実際実施してみますと、要支援

者の方の利用が見込みより下回っている

状況となりました。 

 今般、平成２８年度の予算を計上させて

いただくに当たりまして、前年度のままで

いきますと、再度残額が発生するという形

になりますので、２８年度におきましては、

介護給付費に予算を積み増しさせていた

だきまして、全体としましては計画どおり

の予算枠で予算を計上させていただく形

となっております。 

 次に、総合事業の要支援者の取り組みと

いうことで、訪問介護と通所介護がござい

ます。どうしていこうとしているのかとい

うご質問にご答弁申し上げます。 

 国のほうが制度改正しまして、要支援者

の訪問介護と通所介護につきましては、市

町村でしなさいという形で仕事がおりて

まいりました。 

 本市としましても、従前どおりの給付費

で対応できる形でありましたら特に支障

はなかったわけですけれども、国のほうが

予算を別枠として、その予算の決定が従前

の予防の給付費をベースに高齢者の伸び

分だけを上積みするという形の算定方法

です。 

 この形でいきますと、総枠が決まってい
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るということで、要支援者、要介護認定者

もどんどんふえていき、給付費も約９％近

く延びてきている状況からしますと、高齢

者の７５歳以上の延び率だけでは、予算が

確保できません。 

 そうなりますと、その枠内で実施するに

は事業者にご協力いただいて、従前の単価

のままのサービスと、一定要件を緩和した

単価設定をしたメニューを構築していか

ざるを得ない状況となっております。 

 この新たな基準緩和したサービスの構

築につきましては、既に事業者と１１月か

ら４回ほど会議を重ねてまいりまして、ま

た４月１１日にも５回目の会議をさせて

いただきます。このように、事業者の意見

を聞きながら、また近隣の要支援者に対す

る事業の単価を踏まえながら、私どもとし

ては決めていきたいと考えております。 

 できるだけ、要支援者の方がたくさんお

られる以上、ボランティアの力だけでは、

介護のサービスが賄えません。ですから、

事業者の協力が必ず必要になってまいり

ますので、事業者と調整しながら進んでま

いりたいと考えております。 

 予定につきましては、今回、事業者と協

議していくのを６月、７月ごろまでと思っ

ております。それ以降は、予算の査定に入

っていきますので、その時点のころには概

ね単価と加算要件等々含めまして決定し

ていきたいと考えております。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５１分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、介護保険特別

会計についての２回目の質問を行います。 

 初めに、予防介護の金額が今回減額とな

っているのは、見積もり過ぎていたのを減

らしたというお話であったと思います。今

現在、介護保険の基金、これはどれぐらい

になっているのかお聞かせいただきたい

と思います。 

 昨年度は、基金の繰入はゼロで、当初予

算で積み立てが２，０９７万４，０００円

ぐらいされていたと思います。補正で積み

立てがぐっと上がっておりましたけれど

も、今年度は当初から繰入が６，５００万

円とされていると思うんですけれども、ま

た積み立ても１，８００万円以上回してい

るというようになっていると思います。平

成２７年度末の基金残高を教えていただ

きたいと思います。 

 それから先ほどのご答弁で、要支援の

方々の新総合事業でのサービス、これに予

算の確保ができないとか、いろいろ理由は

おっしゃっていましたけれども、緩和した

基準のサービスを入れるというお話だっ

たと思います。現行どおりのサービスと緩

和した基準のサービス、これを介護事業所

にやっていただくというお話を今進めて

おられるということだと思うんですが、こ

の緩和した基準のサービスというのがど

ういうものなのか、教えてください。 

 それから今事業所との話を続けている

とおっしゃっていましたが、報酬単価など

具体的な話ですが、もちろん現行の分は現

行どおり報酬を続けられると思うんです

けれども、その緩和した基準をこれから担

っていただくということになれば、その緩

和した基準のサービスについて、報酬単価

とかを引き下げるというようなことであ

れば、現行とその引き下げた場合は、どれ

ぐらい違うのか、それぞれの金額も含めて

教えていただきたい。あと、ほかに具体的

にこんな話をしているということについ
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てありましたら教えてください。 

 それから要支援の人は、全員希望をすれ

ば現行どおりのサービスを受けられるの

か、それともこういう人は現行どおりのサ

ービスですよ、こういう人は緩和した基準

のサービスですよと振り分けを市でされ

るのか、それについて教えていただきたい

と思います。 

 それから、先ほども言いましたように、

介護報酬は既にもう引き下がっておりま

す。これは国のせいですけれども、非常に

介護の事業者は苦しんでおられます。大阪

社会保障協会が行った介護事業所に対し

てのアンケート集計がありますけれども、

その中で介護報酬改定の影響が非常に収

入減になっているという回答をされた事

業所が７１％と出ています。 

 それから新総合事業への移行で心配な

ことで、報酬が下がって経営困難になるの

ではないかということを心配しておられ

る、これが７０％の事業所。職員の確保が

困難になるのではないか２９％、ボランテ

ィア・無資格で利用者に対応できるのか、

これが３２％、利用者の生活に支障がある

のではないか５３％、いろいろと事業者は

心配されておられるということが出てい

ます。そして、新総合事業になって、積極

的に参入を検討しているというところは

５％しかありませんでした。参入してもい

い、これが２８％で、参入は考えていない、

この時点のアンケートでは４５％の事業

所がそう答えておられるということです。

これは基準緩和のサービスについての参

入ですね。 

 それから今後の事業展開について、そう

いう厳しい状況の中でどうするのか、生き

残りのためにということをアンケートし

ますと、事業から撤退するというのが４％

あったそうです。事業所の整理縮小が１

７％、事業所の規模拡大２７％、障害サー

ビスなど新たなサービスに移行・追加する

というのが１６％ということです。規模を

拡大するという前向きなものもあるんで

すけれども、それは規模の大きなところが

そういう回答をしているということで、小

規模のところは事業からの撤退や事業所

の縮小というのがかなり大きく占めてい

ると。または、介護から違うサービスに移

していくと考えるというのが多かったと

いうことであります。介護を必要とされる

方に対して、きちんとサービスが提供でき

るようにしたい、そういうご答弁をいただ

いていると思うんですけれども、やはり事

業所の運営状況が厳しくなっていくと、せ

っかく事業所が頑張って今介護をされて

いる、そこすらも潰していってしまうとい

うことになりかねないのではないかなと

思います。事業所とお話をされている中で

不安の声とか、そういうのが摂津市の中か

らも上がっているのかどうか、そういうこ

とについてどうお考えかお聞きしたいと

思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、ご質問

にお答えいたします。 

 まず基金残高についてですけれども、平

成２７年３月３１日という形で一旦線を

引きますと、２億８，８２２万１，０７８

円という、そのぐらいの数字になります。

新年度に入りましたら、今回予算で上げさ

せていただいている基金からの約６，５０

０万円の取り崩し、また１，３００万円の

積み立てがありますので、それを精査しま

すと、予定としましては平成２８年４月１

日段階では、２億４，１６０万円程度にな

ろうかと考えております。 
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 次に、緩和したサービスの内容というこ

とでご答弁申し上げます。私どもとしまし

ては、平成２９年４月の実施を考えており

まして、今事業所と４回の会合を踏まえ、

内部でも単価の設定については考えてい

るところです。今回事業所のほうに案とし

て、ヘルパーの事業につきましては、現在

の報酬は６０分から９０分で３，１２４円

となっておりますので、概ね１，０００円

ほど低い金額になりますけれども、今の単

価は６０分から９０分という形の幅があ

りまして、私どもが今一旦提案させてもら

ったのは６０分２，０００円という形で投

げかけさせていただきました。最終的には

いろんな状況で金額も変わるという前提

でお示ししたところです。 

 次に、通所型のサービスにつきましてで

すが、これは一般にデイサービスと言われ

るもので、これにつきましては、通常１回

当たり４，３０２円程度の報酬単価になり

ますけれども、今回お示しさせていただき

ました金額は３，０００円程度という形で

数字を示させていただきました。 

 次に、現行のサービスと、少し緩和した

基準についての振り分けをしていくのか

ということにつきましてですけれども、ま

ず要支援者の中でも認知症等の問題があ

りまして、介護が必要な時間が多い人、ま

た要支援の中でも総体的に軽い方、いろい

ろおられますので、その重たいといいまし

ょうか、介護の支援が大変な方につきまし

ては、一定現行のサービスを受けていただ

くことを考えております。 

 また、軽度な方につきましては、新たに

策定します緩和したサービスを中心に使

っていただきたいという形で考えており

ます。 

 次に、介護報酬は既に引き下げられてい

る中で、事業所としては新たな金額の低い

報酬であると事業の継続が難しいとか、い

ろいろそういうお話も聞くことは確かに

あります。私どもとしましては、もちろん

報酬が安く設定できれば、１割負担としま

すと、利用者には負担が軽減されるという

こともありますけれども、一定事業者が介

護の事業と要支援者に対するサービスと

まぜながら事業としてできるだけ継続し

ていただけるような形に何とかできない

ものかという形で今考えているところで、

今後事業者のご意見もさらにお聞きする

中で、単価設定については、慎重に考えて

いきたいと考えております。 

次に、緩和をした基準の内容についての

ご質問ですけれども、今現在の単価は、先

ほど訪問型サービスでは６０分で２，００

０円程度と申し上げました。緩和した基準

といいますのは、一定自宅に赴いて介護者

の支援をする方の資格の要件をどうして

いくのか、また事業者の管理者の人員配置

をどうしていくのか、いろんなところの制

約をいかに見直すことによって、コスト的

に下げて、利用者の方が今までどおりのサ

ービスが使える形で何とか考えていきた

いと考えています。今の段階では、資格要

件等につきましては、まだ決めていない状

況です。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ３月末時点で基金が２

億８，０００万円ほど積み上がっていると

いうお話でした。第５期に移るときに８，

０００万円の基金が積み上がっているの

で、介護保険料を引き下げるために、この

基金を全部使って介護保険料を引き下げ

よということを日本共産党が提案をして、

少し介護保険料は引き下がったけれども、

その後もどんどん介護保険が積み上がっ



- 27 - 

 

ているという状況をこの間ずっと指摘を

してまいりました。８，０００万円だった

基金が、今は、３億円に届こうかというと

ころです。４月１日では２億４，０００万

円の基金となっておりますけれども、昨年

も補正で１億円の積み立てが行われまし

た。また、今度も補正で大きく積み上がる

のではないかとも思います。このままどん

どん積み上がっていって、それをどうしよ

うとしているのか非常に気になるところ

ですし、また、そもそも介護保険の計画自

体が取り過ぎの計画なんじゃないかと考

えます。今回、減額の予算が組まれました

けれども、最初からそういう形で予算組み

をしていれば、もっと安い金額設定ができ

たのではないか。介護の給付のほうへ乗せ

て、全体としてはプランどおりだというこ

とですけれども、精査をしなければ、こん

なに取り過ぎになって基金ばっかりが積

み上がっていくということにつながって

いくと思います。第６期はまだ途中ですけ

れども、しっかりと考えていっていただか

ないといけないと思います。 

 そこで新総合事業ですけれども、確かに

国のほうが制限を設けてきているという

ことは私たちもよく理解をしています。本

当にひどいやり方をしているなと。安かろ

う、悪かろうという制度に誘導するような

政策です。その中で、市としていろいろと

苦慮されているということについてはよ

くわかるんですけれども、そのしわ寄せを

利用者や介護事業所に負わせるというこ

とは、これは違うのではないかなと思いま

す。今のお話では、まだヘルパー資格のな

い方にサービスを依頼するというような

形での緩和した基準、これはまだ決めてい

ないとおっしゃっていました。そこのとこ

ろはしっかりと守っていただいて、要支援

の方々のサービスというのは、専門的な支

援のサービスが必要なものですから、きち

んと専門的な手配をしていただきたいと

思います。となりますと、現行どおりのサ

ービスも緩和した基準のサービスも両方

ヘルパーが行くということになれば、結局

単価が違うということになるだけなんで

すよね。これは事業所泣かせだけでしかな

いと思います。先ほど金額もお示しいただ

きました。６０分で３，１２４円のところ

を２，０００円というような額を示してい

るということでした。ヘルパーは、今なり

手がありません。そういう中で、ある事業

所では１，４００円の金額を提示をして、

ヘルパーに来ていただいていると。それで

募集しているけれども、なかなか応募がな

くて困っているというお話をされていま

す。２，０００円だと６００円しか事業所

の取り分がなくなる。その中で事業所経営

をしていくということになると、やってい

けない金額なんだというお話を私は伺っ

ています。金額を低くすれば、ヘルパーが

来てくれない。事業所としてやっていくに

は、金額を高くしてはやっていけない。そ

ういうことも伺っております。やはりその

事業所を泣かすということは、結局、事業

所が撤退をしていって、先ほどもアンケー

トでお示ししましたけれども、そうなると

ヘルパーに来てほしいのに、事業所もない、

ヘルパーもいない、そういう要支援の方々

がふえるということになってしまうと思

うんです。本当に介護が崩壊していくとい

うようなことにつながりかねないと思い

ますので、事業者にはしっかりとした単価

で仕事をしていただくように、一緒に考え

ていただきたいと思います。現行どおりの

要支援のサービス、私はこれ１本に絞って

やっていただきたいと思います。 
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 また、通所型のほうも４，３０２円を３，

０００円にということで、ここでも引き下

げが言われています。いただいた資料では、

半日が２，８００円、全日が３，０００円

とお聞きをしています。事業所は半日と全

日が２００円しか違わないんなら、もうみ

んな半日にしてしまおうということにも

なりかねない、そういう提示だとおっしゃ

っていました。今までお昼ご飯もちゃんと

食べて、お風呂もデイサービスで入れて、

きちんと１日過ごして、それによって健康

増進を図り、また家で介護をしてる方も１

日休息ができるということを保障してき

たものを半日に縮めてしまうということ

が次々起こってくるということにならな

いようにしていただきたいと思います。 

 それと認知症等が重い方は現行どおり

で、軽度の方は緩和した基準でとおっしゃ

っておられました。しかし、軽度かどうか

というのは、本当に一人一人違うと思うん

ですね。認定度としてどうかということだ

けではなくて、その家族の状況がどうであ

るとか、おうちの中がどんな間取りになっ

ているとか、いろんなものを含めて違うと

思うんですよ。そういうこと一つ一つに対

して、こういう人は現行どおり、こういう

人は緩和基準と市が分けてしまうという

のは、おかしな話だと思うんです。私は何

回も介護保険の問題、この新総合事業の問

題を取り上げて質問をさせていただいて

きました。先の本会議で代表質問をさせて

いただいたときも、そこの点をお聞きしま

した。以前の答弁と、今やろうとしている

ことと違うんじゃないですかということ

で、お問いをしたところ、私の聞き方の問

題があって、全く前と変わっていませんと

いう部長のご答弁だったと思います。しか

し、今のお話を聞くと、やはり現行どおり

の分と緩和した基準をつくって、その緩和

した基準を介護事業所に担わせるという

ことに間違いはないと思うんですね。以前

のお話では、現行どおりは介護保険事業所

に、緩和した基準はＮＰＯや、それからシ

ルバーサービスなどのそういう事業所に、

サロンなどは自治会やボランティアの方

に、こう考えているというお話でした。緩

和した基準というのは、介護事業所には担

わせないというお話だったと思いますけ

れども、今のお話はやっぱり違うと思うん

ですね。それともう一つ違うのは、要支援

の方々には、本人のご希望で現行どおりの

サービスかを選べるのかどうかというこ

とをお聞きしたら、ご本人のご希望で選べ

るようにしたいとおっしゃっていました。

これも今のお話を聞くと、市が線を引くと

いうことで、以前と違うと思います。ここ

がどうして変わっていっているのかとい

うことについて、以前と違うんじゃないか

ということについて、もう一度きちんと説

明をいただきたいと思います。 

 そして、本当は摂津市も今までどおりの

サービスを要支援の方々みんなに提供し

たい、介護事業所のこともいじめようと、

そういう気持ちは全くない、ちゃんと成り

立つように支えたいと思っていらっしゃ

ると思うんです。だけども国のほうがお金

の問題で締めてくるので、こうせざるを得

ないというようなご答弁だったかと思う

んですけれども、一つは、やはり国に対し

て、このやり方はおかしいときちんと声を

上げて要求していただきたい。それともう

一つは、しっかりとこの介護保険の制度が

現行どおりでみんなが希望すれば現行ど

おり使えるという形にして、事業所も成り

立つという形にするために、積み上がって

いる基金を活用して、この制度を維持して
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いただきたい。また、必要ならば一般会計

からの繰入も法的にできないことではな

いと、以前の議会で部長からご答弁いただ

いております。摂津市は今はやらないけれ

どもという話でしたけれども、法的に別に

やってはいけないという問題ではないな

ら、何も罰則はございませんから、しっか

りとそこを活用していただいて、現行どお

りのサービス、事業所を守って、それによ

って、これからふえていく高齢者の方々、

要介護にならないようにしていただきた

いと思うんです。今は、要支援の問題です

けれども、国はもう既に要介護の軽度の部

分も新総合事業、市町村の責任へ移してい

こうと画策をしております。今きっちりと

声を上げていただいて、こういうことにな

らないために私たちも頑張ります。国政を

変えるということで、今本当に国民が国民

のための政治をということで、声を上げて

いる時代です。こんなときに、日本共産党

も含めた野党連合も結成しようというこ

とで、選挙協力もしようということもやっ

ております。国保のときも言いましたけれ

ども、しっかり自治体としても市民を守る、

国民を守る、この立場に立っていただいて、

全力を挙げて頑張っていただいて、ご一緒

に、本当にやりがいのある仕事をできるよ

うに変えていきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 質問の部分と要望の部分がまざりまし

たけれども、どうぞよろしくお願いします。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、２点の

ご質問にお答えいたします。 

 まず要支援者のサービスの提供につい

てご答弁申し上げます。 

 私どもとして考えておりますのは、以前

にもご答弁させてもらっているように、要

支援者の方に対しては、当然従前のサービ

スについては、提供していくと考えており

ます。平成２９年４月から新しい事業がス

タートするわけですけれども、既に要支援

を受けられている方につきましては、現行

のサービスを現在受けていただいている

形になっております。できるだけ要支援者

のサービスにつきましては、一定現行どお

りというところもありますけれども、先ほ

ど申し上げたように、国のほうが事業費の

枠を決めている関係上、どうしても新たに

ふえていく方のサービス提供を考えます

と、単価についてはご配慮いただかないと、

事業としてできないという現状もありま

す。この辺につきましては、今後、介護保

険事業者と調整する中で決めていきたい

と思っております。 

 サービスの緩和した部分につきまして

ですけれども、一言で緩和といいますと、

例えば無資格の人でもいけるとか、そう理

解される場合もあろうかと思いますけれ

ども、私どもとしましては、できるだけ有

資格者で現行の事業者が行っていただけ

る中で構築したいという思いで進んでお

ります。まだまだ調整には時間がかかるか

と思いますけれども、そういう形で邁進し

ているところでございます。 

 最後に基金のことですけれども、基金に

つきましては、先ほど申し上げたように平

成２８年４月１日現在で見ますと、２億４，

０００万円の基金が積み上がっていると

示させてもらいました。基金につきまして

は、例えば平成１３年、介護保険が始まっ

て１年目ですけれども、その当時は保険給

付が１８億２，４７０万円ございました。

そこに対する基金残高が９，６０１万円で、

給付費と基金の比率を見ますと、５．２

６％の基金残高を保有していたという状
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況です。介護保険は年々給付費が増大しま

して、今年度は、予算でいいますと４９億

２，５１１万円という額に上っております。 

 こうした中で現在の２億４，１６０万円

を見ますと、比率は４．９１％になりまし

て、平成１３年当時の給付費とのバランス

を見ると、逆に縮小しているという状況に

もなっている状況です。確かに２億円とい

う金額は委員おっしゃっているように大

きな金額でございます。ただ、給付費が

年々延びている中で、小規模特養等が整備

されましたら、年間１億円ほどの支出が発

生します。そういうことを考えますと、こ

の２億４，０００万円の基金が多いか少な

いかということになります。また、平成２

４年度の大阪府内で見ますと、摂津市の基

金は少ないほうで、３０番目ですので、私

どもとしては潤沢にあるとは思っており

ません。できるだけ精査しながら、次期計

画におきましては、介護保険料に反映して、

できるだけ安価な保険料の算定には努め

てまいりたいと考えております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 まず今現在の方々は、現

行どおりのサービスが受け続けられるよ

うにするということでよろしいですね。新

たに要支援になられる方に対して緩和し

た基準というものも適用があり得るとい

うことですかね。もう１回お聞きします。 

 それから基金の問題ですけれども、前は

比率についてのお話はなかったんですけ

れども、最近そういうお話が出てくるよう

になったと思います。基金というのは一応

３年間見越して、その中で何かあったとき

のためにということで積み上げていくけ

れども、３年間の中でそれは解消していく

という性質のものだと理解をしておりま

す。しかし、介護保険料は非常に今高いも

のになっていますけれども、これを取り過

ぎていると言わざるを得ないのではない

かと。以前は、施設とかそういうものを建

設予定だったものがうまくいかなくて残

ったというようなお話だったかと思うん

ですけれども、そういうできない計画を立

てて、金額を引き上げたらおかしいという

話もしました。ぜひとも、きちんと基金に

ついても活用していただきたい。個人の預

金ではありませんから、やはり積み上げれ

ば積み上げるほどいいというものではな

いと思います。３０番目ということで、摂

津市は良心的にやっていただいているん

だろうと、大阪府下的に見れば、そう思い

ますけれども、やはり少しでも保険料が引

き下がるように、またはそのお金を使って

介護事業の中身がよくなるように使って

いっていただきたいなと思います。 

 本当に要介護の方々にまで、これから及

んでいくかもしれない新総合事業、いいか

げんなやり方でやっていっていたら、国の

方向にずるずると引きずり込まれると思

うんです。やはり自治体としてこうあるべ

きだという、ポリシーと言いますか、介護

とは、ということをきちっと持っていただ

いて、介護保険はやはり介護の社会問題化

ということからスタートしていると思い

ます。今、介護心中であるとかいろんな事

件が相次いでいる中で、お金の問題だけで

どんどんと介護を切り捨てていったら、

後々ひどいしっぺ返しを社会全体が食ら

うことになっていくと思いますので、ここ

はぜひ要望としておきます。 

 私の理解がどうあれ、やはり新たにふえ

る人にも、要支援の認定ができるというこ

とは、専門的なサービスが必要だという方

ですから、緩和した基準ではなくやってい

ただきたい、それがヘルパーのサービスで



- 31 - 

 

あって、本人には、そんなに中身が違わな

いんだよというお話かもしれませんけれ

ども、それを緩和したということは、事業

所にそれだけの泣きを見させるというこ

とにつながると思いますので、ぜひそこは

お願いしたいと思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、要支援

者に対する従前どおりのサービスの提供

についての考え方を申し上げます。 

 私の答弁が言葉足らずだったかと思い

ますけれども、平成２９年４月の摂津市の

事業展開におきまして、それ以前の要支援

を受けておられる方は、その平成２９年４

月に入りましても、その更新が切れるまで

は当然使えます。ただ、平成２９年度中で

更新申請がありまして、新たな認定を受け

られますと、そこからは新しい形でサービ

スを受けてもらうようになります。これは

国が示している経過措置の関係で、そうい

う状況になります。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、予算概要の１８

２ページのほうでお願いをします。 

 まず、大阪府地域医療介護総合確保基金

事業についてですけれども、ここで地域密

着型サービス事業所の開設準備費助成と

いうことになっておりますけれども、その

中身についてお聞きしたいと思います。 

 それと同じページの一般事務事業です

ね、その下ですけれども、介護保険システ

ム改修委託料ですけれども、昨年が、１，

５００万円ほどで出ていたと思うんです。

それが１０５万９，０００円と、減額にな

っております。その点お聞かせいただきた

いと思います。 

 そしてその下、要介護認定調査事業、そ

の中の要介護認定業務委託料ですけれど

も、これが昨年ゼロからことし８７９万３，

０００円出ております。その中身を教えて

いただきたいと思います。 

 それと介護保険の全般的なことですけ

れども、社会的に、摂津市でもそうですが、

特養の待機が問題になっております。この

点は先ほど小規模特養という話もありま

したけれども、市としてどのように今後考

えていくのか。また国のほうは在宅介護と

いう、そういう方針を出されておりますけ

れども、その点の特養の待機と在宅介護と

いう、その相反する点ですね、その点をど

う解消していこうと考えておられるのか

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと健都にですけれども、例えば介護

施設とか、何かそういうのは考えられてい

るのか、今のところ全くそういう話はない

のか、もし可能であればお聞かせいただき

たいと思います。 

 それと決算でも話をさせてもらったん

ですけれども、サービス付き高齢者向け住

宅ですが、課題があるということでしたが、

どういう課題があって、それをどう解決し

ようとしているのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それではご質問

にお答えいたします。 

 まず、大阪府地域医療介護総合確保基金

事業についてのご質問ですけれども、今回、

地域密着型サービス事業の開設という形

でお示しさせていただいております。これ

は看護小規模多機能型居宅介護事業所と

いうものでございます。簡単に内容を申し

上げますと、一つの事業所で、９床分のお

泊まりができて、そこでデイサービスもあ
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って、ヘルパーの派遣もしていただけて、

訪問看護のサポートもしてもらえるとい

う複合的な施設でございます。これにつき

まして、去年から話がありまして、私ども

も安威川以北で整備を考えていたところ

ですので、今回その準備が進んでいる中で、

予算を計上させていただいている状況で

す。この看護小規模多機能型居宅介護事業

所につきましては、鳥飼のほうで一つ既に

開設しておりまして、摂津いやし園の隣接

するところで既にオープンをしておりま

す。もう１か所以北ということで考えてお

りましたので、今回何とか整備できる状況

になったということです。それに充てる補

助金につきましては、３，７５８万９，０

００円計上しておりますけれども、まず３，

２００万円につきましては、施設に係るハ

ード部分の補助金でございまして、残りの

５５８万９，０００円につきましては、開

設準備への補助金ということでソフト部

分の補助金という形で計上させていただ

いておる状況です。 

 次に、一般事務事業の介護保険システム

改修委託料で１０５万９，０００円を計上

させていただいております。介護保険の制

度改正におきまして、平成２６年度、２７

年度に大きな改修をさせていただきまし

た。今回の改修につきましては、小規模で

すけれども、介護給付費の一つの項目の中

に、補足給付における資産の勘案する部分

の仕掛けがございますので、この部分の改

修にかかる費用であるとか、一部、平成２

７年度の法改正に伴いまして、平成２８年

度にかかる部分の改修を含めて実施する

ものでございます。 

 次に、特養の待機者の考えについてご答

弁申し上げます。 

 平成２７年４月段階では、介護保険の施

設の入所の方以外の方は１０８名の方が

希望されていました。１年前、平成２６年

度を見ますと１２３名おられました。約１

５名減になっているわけですけれども、こ

れは私どもの考えとしましては、サービス

付き高齢者向け住宅が摂津市内に７か所

開設されているということで、その部分の

影響はあろうかと考えております。そうい

う面ではサービス付き高齢者向け住宅も

一定の評価はしていくべきかと思います

けれども、まだまだ閉鎖的といいましょう

か、施設の中で十分なサービスがされてい

るのかというところになりますと、まだま

だ私どもも把握できていないところもあ

ります。特にサービス付き高齢者向け住宅

は、施設じゃなくて、在宅という位置づけ

になりまして、そこは非常に苦慮するとこ

ろで、利用者が施設に入っている気持ちは

持っておられましても、形式上は下宿する

みたいな認識になりますので、例えば人員

配置の基準であるとか、そういう部分につ

きましては基準を設けにくいところもあ

ります。 

 今後、サービス付き高齢者向け住宅につ

きましても、府が指定しておりますけれど

も、場合によっては立ち会いとか、いろい

ろな部分につきましては、市の関与とかい

う部分も徐々に出てくる状況があります

ので、サービス付き高齢者向け住宅につき

ましては、よりよい介護サービスが提供さ

れるように、できるだけ私どもとしてはか

かわっていきたいと考えております。 

 特別養護老人ホーム等の施設整備と、在

宅での普及の考え方につきましては、在宅

への支援ということで、国は方向性を変え

ておりますけれども、認知症がひどくなる

とか、いろいろな事情があって在宅でお世

話するのが困難な方もおられるのも事実
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です。特に高齢化が進みまして、そういう

介護のお世話は難しい方もどんどんふえ

てくるような気がしますので、特養である

とか、介護保険の施設につきましては、人

口増も伴っていきますので、必要ではない

かなという認識はしております。 

 次に、要介護認定業務の事業、要介護認

定調査事業に８７９万３，０００円は何か

というご質問ですけれども、これは要介護

認定の業務を今現在、高齢介護課でしてお

ります。この業務につきましては、平成１

２年度から順調に来ております。高齢者が

ふえてきており、事業所の数もふえてきた

ということで、いろんな事業所指定部分が

国からおりてきます。この平成２８年４月

から小規模のデイサービスの事業所指定

が市におりてきますので、そういう部分に

人材を充てていかなければならないとい

う状況が来ております。そのことも踏まえ

まして、認定業務の受け付け、一時的な相

談から審査会の書類の段取り、それから審

査会決定後の介護度の通知、また認定を受

けられていて更新をされない方への勧奨

等のそういう事務的な部分をお願いした

いということで、今回１０月から半年間の

予算を計上させていただいております。こ

れにつきましては、予算をご可決いただき

ましたら、５月に募集し、プロポーザルを

しまして、６月ごろに事業者を決定いたし

まして、その後、事業者で人の雇用をして

いただいて、８月、９月ぐらいに現場研修

として進めていきたいと思います。 

 また、偽装請負等の問題を回避するため

に、高齢介護課の中に設置するのではなく

て、高齢介護課の斜め向かいになります障

害福祉課の隣を、事務の場所に当てまして、

できるだけ問題のないようにしていきた

いと考えている内容でございます。 

○上村高義委員長 藤原課長代理。 

○藤原高齢介護課長代理 森西委員の健

都における介護施設の状況についてのご

質問にお答えさせていただきます。 

 健都の事業計画が立てられるときに、都

市計画課から介護施設等についての建設

についてご相談がございました。介護保険

施設を建てるに当たりまして、介護保険事

業計画に与える影響、広域の特養等を建て

る場合には、近隣の高槻市、茨木市等にも

協議を行った上で事業計画を立てないと

という状況もございます。また、介護保険

料等に与える影響も大きいということで、

その当時は、できるだけ介護保険施設に関

しまして、広域型の分につきましては、考

えていただきたいというお話をさせてい

ただきました。地域密着型に関しましては、

私どもに指定権限がございますので、第６

期におきまして安威川以北圏域におきま

して、公募を昨年度行ったところですけれ

ども、手を挙げていただける事業者がなか

ったということで、もし今後、健都の中で、

地域密着型の特養をやりたいというよう

なお話がございましたら検討することは

可能かなと考えております。 

 あと、サービス付き高齢者向け住宅に関

しましては、摂津市に指定権限の部分があ

りませんので、大阪府と協議を行いながら

意見を聞いていただけるという状況にな

っておりますので、その部分については、

場合によっては、事業者が併設という形で

建てられるということが起こってくるか

もしれませんが、今の状況ではわかってお

らないような状況です。ただ、都市計画課

のほうには、事前に協議があった場合につ

いてはご相談くださいということでお願

いを申し上げております。 

○上村高義委員長 堤部長。 
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○堤保健福祉部長 健都における介護施

設ということでございますけれども、ご承

知のように７・８街区は既に住宅地という

ことで決定しておりますし、あとは国立循

環器病研究センターの職員宿舎という形

でございます。それから正雀下水処理場跡

地につきましてもイノベーションパーク

ということで介護施設が建つような用地

はございません。 

 あと健都全体からいいますと、吹田市側

のほうでは一部そういったものを予定さ

れていると聞いております。資料は持ち合

わせていませんが、恐らくサービス付き高

齢者向け住宅だったかと思うんですけれ

ども、そういったものは吹田市側では予定

はされておられますが、摂津市側では現在

のところ全く予定はございませんし、また

そういったものを建てていただくような

形のものではないとは考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 ご答弁いただきましたが、

なかなか小規模といいましても、やはり用

地が必要になってきますので、その辺は民

間の社会福祉法人等が用地を確保してと

いうのは、なかなかこれ厳しいという部分

があります。やはり広大な土地が出てきた

ときに、あわせて協議をしていくというか、

進めていくという部分もやっぱり必要か

と思いますので、今後、そうしたらまた広

大な土地がいつ出てくるのかというとこ

ろはわかりませんので、やはり出てきたと

きには、やはりそういうことも進めていっ

ていただきますようによろしくお願いし

たいと思います。 

 小規模は摂津市でということでありま

すけれども、市で計画を進められている上

で、今何が足らないのか、これから何が必

要であるのかという部分を教えていただ

きたいと思います。 

 サービス付き高齢者向け住宅ですけれ

ども、もともと国土交通省の所管でありま

して、厚生労働省ではないということです。

国でつくったきっかけ自身が違いますか

ら、摂津市自身も、福祉が入っていくとい

うのはなかなか難しい部分もありますけ

れども、立ち入りも今後していっていただ

きたいと思いますし、サービス付き高齢者

向け住宅で、全国的に諸問題が出ておりま

すので、それを未然に防ぐためには、やは

り事前の指導、チェック、立ち入り等も必

要かと思いますので、その点、具体的な計

画とかはないのか、教えていただきたいと

思いますし、大阪府の許認可になりますけ

れども、摂津市が独自でそういう対策等が

できないものなのか、教えていただきたい

と思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 まず２点のご質

問にお答えいたします。 

 施設整備で考えているのは、ご答弁させ

てもらいました中の小規模特養の部分、安

威川以北での整備がまだ達成できていな

いという状況で、これにつきましては、引

き続き公募をしていきたいという状況で

ございます。 

 次に、サービス付き高齢者向け住宅とい

うことで、昨今問題になっているところも

ございます。具体的な取り組みというのは

なかなか所管が私どもにないということ

で苦慮しているところですけれども、サー

ビスの提供において、サービス付き高齢者

向け住宅は介護保険の認定を受けて、介護

保険サービス分を使っていただくような、

施設内で介護支援をされている状況です

ので、サービスの提供者と保険者としての

部分はかかわっていけるかと思っていま
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す。以前にもそういう観点から、大阪府と

私どもがかかわって現地確認をさせてい

ただいたこともあります。大阪府と連携し

ながら取り組みを進め、将来は一定の権限

が市町村におりてこようかと思いますけ

れども、体制を整えながら進めて、よりよ

い介護が提供できるように努めてまいり

たいと思っています。 

○上村高義委員長 藤原課長代理。 

○藤原高齢介護課長代理 事業所の指導

という形では、介護保険法に定められてい

る条文からいうと、私どもに立ち入り権限

というのはないんですけれども、サービス

付き高齢者向け住宅というのは概して給

付費が多額に上るということで、今年度か

ら給付費の適正化のチェックを実施して、

きちっと見守りながら、給付が適正に行わ

れているかどうかという状況を確認して

おります。 

 また、実際に問題が起こった場合につい

ては、老人福祉法や高齢者虐待防止法の関

係から事業所に確認に入って、入居者の権

利擁護が守られているかどうかいう状況

を確認しております。 

 これは、また先のお話になるんですけれ

ども、サービス付き高齢者向け住宅につい

ても、今後市町村に権限を移して、適正化

に努めるようにというお話が最近の国会

でもお話があったと思います。今後そうい

うことが生じてまいりましたら、先ほど課

長が申しましたように、人員体制を整えな

がら給付適正化とあわせて実施してまい

りたいと考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 サービス付き高齢者向け

住宅に関しては、許認可は大阪府であり、

今後、市町村にということになってくるか

もわからないというようなお答えですけ

れども、サービス付き高齢者向け住宅がど

んどんと乱立をするというか、摂津市の中

でふえて、それが摂津市の保健福祉部が把

握をしてなくて、結局、介護保険財政自身

の圧迫になりますから、その辺は市として

状況を把握しながら進めていくべきだと

は思いますので、国、府なりの状況を判断

しながら立ち入り指導も含めて今後検討

していただきたいと思います。 

 特養の待機の件ですけれども、平成２７

年の段階では、１００名少しということで

ありますけれども、それで小規模特養が２

９名でありますから、そう考えると、その

小規模特養では補えないといいますか、待

機が解消できるということではないのか

なとは思います。そうなると、サービス付

き高齢者向け住宅が建設されて、私が申し

上げたようなことが結局出てくるわけで

ありますから、そういう部分も含めて、こ

れは次期高齢者かがやきプランの中での

検討になろうかとは思いますけれども、小

規模特養、小規模多機能事業所を増設等し

ていくということも考えていただきたい

と思いますので、その点は要望として質問

を終わりたいと思います。 

○上村高義委員長 森西委員の質問は終

わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 介護保険ということで

質問をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目ですが、いろいろと各特別会

計でも聞いておるんですけれども、歳入の

面で、普通徴収、特別徴収があります。そ

の人数、普通徴収と特別徴収との比率がど

うなっているのかお尋ねしたいと思いま

す。それとあわせて、ことしの普通徴収の

分の徴収率をどう考えておられるのかお

尋ねをしたいと思います。 
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 二つ目ですが、先ほど森西委員からも質

問があったかと思いますが、介護認定の業

務委託ですね、先ほど一時的な受付関係と

か、通知ということで、ことしの１０月か

ら実施される予定でありますけれども、多

分人数は３人ぐらいなのかなと思ってい

ますけれども、今まで高齢介護の職員の方

がやっていたものを委託に持っていかれ

るということかと思うんですが、今回委託

しようとしているこの業務が今の職員か

ら軽減されるというか、その分時間がとれ

ると思うんですけれども、その分を軽減と

しておくのか、できた時間分を何か違う業

務に持っていこうとされているのか、その

辺の考えをお尋ねしたいと思います。 

 もう一つは、地域介護予防活動支援委託

料が計上されていると思います。１０８万

５，０００円であるかと思いますけれども、

これも主要事業一覧の中にも載っている

んですが、体操の普及活動とかであるかと

思いますけれども、平成２８年度、どうい

う取り組みでこの予防活動を考えておら

れるのかお尋ねしたいと思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、私から

２点のご質問にお答えいたします。 

 まず、介護保険料の徴収についてのお話

かと思います。年金からの天引きの特別徴

収が現在、８４．３７％の対象者がござい

ます。納付書や口座振替で納めていただく

普通徴収が１５．６％でございます。全体

で収納率を見ますと、平成２４年度が９８．

０２％、平成２５年度が９８．１％、平成

２６年度が９８．１５％となっておりまし

て、ここ３年を見ますと、順調に上がって

きている状況です。また、普通徴収だけの

収納率を見ますと、平成２４年度が８６．

６１％、平成２５年度が８６．７０％、平

成２６年度が８６．７４％となっておりま

す。これも少しずつですけれども上がって

いる状況になっております。普通徴収の現

在の平成２７年度の状況ですけれども、平

成２８年２月現在で見ますと、７２．６％

になります。これはまだ出納閉鎖前の段階

で、これからも納付がありますので、今後

上がっていきます。これを１年前の同時期

と比較しますと７３．４％と下がっており

ますけれども、ここにつきましては、今後

の啓発の範囲かなと思っております。今後

とも前年程度の数値を確保しながら適正

に保険料を納めていただいて、未納になり

ますと、いざ介護保険を使うときに給付制

限という部分が出てきますので、そういう

不利益が出ないように進めてまいりたい

と思っています。また、北摂各市の平成２

６年度末の状況ですけれども、介護保険の

徴収の収納率は本市も含めまして、全ての

自治体が９８％台となっていることをご

報告させていただきます。 

 次に、介護認定の業務委託につきまして、

人員配置の件についてと、今後どう職員を

展開していくのかというご質問ですけれ

ども、まず委託業務につきましては、窓口

と審査会の段取りに、３人の職員が配置さ

れることになります。また、専門的な相談

が必要なときには、有資格者、例えば看護

師であるとか、保健師であるとか、そうい

う方の助言が受けられるような対応をし

てもらうことを考えております。 

 この業務委託によりまして、職員の負担

が軽減されます。２名を超える部分が別の

事業にシフトできるのかなと思っており

ます。その事業のシフト先としましては、

人事課と保健福祉部内での協議が必要か

と思いますけれども、今の段階では高齢者

がどんどんふえていきまして、虐待とか、
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いろんな問題がふえてきております。業務

量が全体的にふえておりますので、そうい

う部分に１名を充てていきたいなと思っ

ております。 

 事業所の指定指導等、立ち入りも含めま

して、こういう業務もかなりふえてきてお

ります。私どもとしましては、事業所の指

定指導等の部分につきまして、もう１名を

充てていきたいと考えております。平成２

８年度４月から小規模デイサービスの約

８者の事業所の指定権限が市におりてき

ます。また、平成２９年４月には介護予防

の事業がスタートしますので、そのみなし

の指定手続がありまして、みなし手続が終

わりましたら、本手続を市でしていくこと

になります。また平成３０年度には、ケア

マネの事業所、今現在２２者ですけれども、

こういうところの指定指導もおりてきま

す。事業所関係の業務が毎年のようにふえ

ている状況を考えまして、そういうところ

に人員を充てて対応していきたいと考え

ております。 

○上村高義委員長 藤原課長代理。 

○藤原高齢介護課長代理 それでは、私の

ほうからは村上委員の地域介護予防活動

支援委託料の内容についてお答えをさせ

ていただきます。 

 こちらにつきましては、地域で介護予防

の活動をしていただいている団体に、委託

料をお支払いして介護予防を進めていた

だく事業です。内容的には、いきいき体操

の会の方にお配りするのと、老人クラブの

ほうに体力測定をしていただいておりま

す。あと、平成２７年１１月から実施しま

したつどい場の委託料という形で考えて

おります。実質的にいきいき体操の会が実

施する摂津みんなで体操三部作、年に２回、

発表活動の場ということも設けておりま

して、去年の１１月にもコミュニティプラ

ザで実施させていただきました発表会に

おきましても、人数で申しますと、平成２

６年度には４８６名の参加者の方がいら

っしゃったのが、今回平成２７年度には６

４０名ということで、かなりのご参加をい

ただいている状況でございます。つどい場

につきましては、今現在、新在家の集会所

におきまして、１か所進めております。今

後、高齢者の方が気軽に集えるつどい場と

いうものを来年度以降拡充してまいりた

いということで、予算を上げさせていただ

いているという状況でございます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 徴収率の関係ですが、北

摂と平均がほぼ同じですよということで

あったかと思います。現時点では、この平

成２７年度分、７２．６％ということで、

残りが、これからの期間に納付ということ

になってくるんだろうなと思うんですけ

れども、やはりこの徴収率を高めていかな

ければいけないと思うんですね。徴収率が

１００％になると、今お支払いいただいて

いる方々の保険料、次期も関係あるんです

が、その分の幾らか、何十円なんか、何百

円なんかはわからないけれども、その分抑

制等にもなるかと認識をしているんです

けれども、本当に厳しい生活の方もおられ

るかもしれませんけれども、この介護保険

制度をしっかりと運用していくという中

にあっては、やっぱり１００％を目指して

やっていくべきだろうと思います。あと、

２％ほどなんですが、この数年の推移を見

るとなかなか難しいところもあるかもし

れませんけれども、しっかりと取り組んで

いっていただければと思います。 

 ２点目の要介護認定業務委託料の件で、

軽減できる業務をこうシフトしていきま
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すよということでありました。今、正職の

方が１０名だったと思うんですが、この平

成２７年度も同じで、これから人事がどう

なるかというところもあるんですけれど

も、やはり答弁でもありましたように、こ

れから高齢化の方々もふえてきますし、こ

の社会状況になって、いろいろと複雑多様

な人間関係も出てきましょうし、それの課

題もこれから多く出てくると思うので、し

っかりと対応していただきたい。民間に委

託できる業務は、委託したほうがいいと私

は思っていますので、そういう面でしっか

りと取り組んでいただければなと思いま

す。 

 それで先ほど、つどい場ということで、

予防活動ということでした。これから介護

認定をしなければいけない人はしないと

いけないんですけれども、そうならないよ

うなこの健康施策というんですか、しっか

りとやっていかないと、この介護保険の特

別会計が幾らでも膨らんでいくと。そうな

ると、今度一般会計からの繰入の話とか、

国からの補助金もあるんですが、次期のこ

の保険料にも影響も出てくると思うので、

そういう意味では、次年度の着地を目指し

て、この平成２８年度、介護予防という面

でしっかりと地域の方々のお力もかりな

いといけない部分が多分にあるんですけ

れども、地域力をしっかりと維持、高めて

いくためにも、地域の方々のご理解をいた

だける部分もあるかと思いますので、これ

からしっかりと団体とも意見交換をして

いきながら、何が課題なのか、ここまでは

私たちがやるけれども、ここから行政がも

う少しやってくれへんかとか、そういう意

見交換をしていきながら、この予防に取り

組んでいただければと思いますので、これ

は要望として述べさせていただきたいと

思います。 

○上村高義委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第３８号の審査を行います。

本件については補足説明を省略し、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 敬老祝金について質問

させていただきます。 

 現行の制度になる前にも、敬老祝金の制

度は変更があったかと思います。少し歴史

をたどりたいので、そこのところを教えて

ください。 

 今の敬老祝金対象者の方々、それぞれど

れぐらいいらっしゃって、今度のこの条例

によってどれだけの方が影響を受けられ

るのかということについても教えてくだ

さい。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、２点の

ご質問にお答えいたします。 

 敬老祝金につきましての、経過について

ご答弁申し上げます。 

 敬老祝金の制度は昭和３９年に設けら

れまして、その後、高齢化の進展に伴いま

して平成６年、平成１１年、平成１６年に

見直しがされてきた状況でございます。 

 今回、改正をお願いします内容につきま

しては、７７歳を廃止いたしまして８８歳

を１万円としまして、９９歳以上の給付に

つきましては１００歳のみとする提案で

ございます。 

 高齢者のますますの増加、医療や介護保

険の利用が高まる後期高齢者の増加など、
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人口が４人に１人が高齢者となる現実を

見まして、さらに将来的には３人に１人が

高齢者になるという状況ではという推測

も出ておる中、現行制度の維持はなかなか

難しいと考えております。 

 そういう中で、今回、制度の見直しをお

願いしまして、継続的な事業にしていきた

いという思いを持って提案させていただ

いております。 

 特に、団塊の世代の方が７５歳に到達し

ます２０２５年を見ますと、医療や介護給

付費が２倍近くに膨らんでいくと。敬老祝

金も当然対象者がふえまして、現行１，１

００万円程度の給付費が２，０００万円近

くの支出が見込まれる状況になります。 

 一方、高齢者の独居の方がふえたりとか

高齢者のみの世帯がふえるという現実も

ある中、将来的には独居死等が日常的なも

のになることも起こり得るんではないか、

残念なことではありますけれども、そうい

う状況も危惧しており、見直しをして、見

守り事業にシフトしていきたいと考えて

おります。 

 敬老祝金の経過の部分ですけれども、敬

老祝金が平成６年には７０歳から７９歳

が６，０００円、８０歳以上が７，０００

円という形で改正されました。 

 平成１１年には、７０歳が７，０００円、

７７歳が８，０００円、８０歳が１万円、

８８歳が１万５，０００円、９０歳が２万

円、９９歳が３万円、１００歳以上が５万

円という形に改正されました。 

 次に平成１６年には、そのうちの７０歳

の７，０００円と、８０歳の１万円と、９

０歳の２万円が廃止されました。 

 そういう経過で現行制度の給付状況と

なっております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 高齢者の皆さんがたく

さんふえていくので、これから先難しいと

いうお話でしたけれども、２０２５年ぐら

いでも、算定でいきますと、２，０００万

円ほどというようなことですかね。 

 摂津市にとって、それがすごく負担に耐

えない金額ではないんじゃないかなと思

います。 

 今、高齢者の皆さん、本当に厳しい生活

をされてらっしゃる方がたくさんいらっ

しゃいます。消費税が増税される話もしま

したけれども、物価は高騰しておりますし、

医療費の負担ですね、これも今までは７０

歳を超えたら１割で済むのかなと思って

いたら２割になるとかね。７５歳以上にな

ったら、このまま１割でずっといけるのか

といったら、その見通しもわからないと。

最後には３割にみんななるん違うかとか、

いろんなことも出てきております。 

 そういう中で、本当に市からいただける

お祝いのお金というのは、非常に有り難い

と喜ばれている制度だと思うんです。ここ

を何としても削らなあかんというものか

なと思います。 

 単独扶助費、どんどん削るというお話で

すけれども、そうではなくて、やはり温か

い摂津市ということで、この制度はしっか

り守っていっていただきたいと思います。 

 ライフサポーターへシフトと言われま

すが、これは別物だと思っております。ラ

イフサポーターを充実させるということ

は、本当に大事なことですし、今回、７５

歳以上の方を全て訪問するという計画も

持っておられて、これもすばらしいことだ

と思っています。 

 これはこれとして、きっちりやることは

摂津市にとって非常にこれから先々大切

なことかと思いますので、やっていってい
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ただきたい。 

 本当に摂津市の財政が逼迫して、どっち

か１個しかできないということではない

と思いますので、この制度も残しながらラ

イフサポーターも充実していっていただ

きたいと要望としておきます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 具体的な中身はお聞きを

したんですけれども、今回の定例会におき

まして、別の委員会ではありますけれども、

職員の人件費増という部分が議論をされ

ておりますけれども、その観点からいいま

すと、人件費のほうは条例で上げるという

ことで進めようと思っていて、敬老金のほ

うは、削減をしていく部分があり、行革と

いうこともありますけれども、市民からす

ると矛盾する点なのかと考えます。 

 答弁をいただいても、なかなか難しい部

分もあり、返ってこないとは思うんですけ

れども、その点からすると、やっぱり市民

に納得をいただけないのではないかなと

は思うんです。 

 慎重に議論を進めていくべきだと思い

ますということで、私の意見を述べさせて

いただきたいと思います。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 今までは、７７歳、８８

歳、９９歳及び１００歳以上ということで、

敬老のお祝いということで配付をされ、対

象者の方が１，３００人強ぐらいになって

くるのかなと思っているんですが、それが

この改正をすれば、４００人強ぐらいの人

数が対象ということで、約９００人強が今

回対象から外れるのかなと思うんですね。 

 これまで、民生委員によって手渡しで行

っていただいていたということで、顔と顔

が合わせられるというんですかね、久々に

会う方も中にはおられるかもしれません

し、声かけもできる一つの制度であったか

と思うんです。 

 そういう中で、他市においては、振り込

み等でされているようなところもあるの

かなと思うんですが、振り込みとなると、

通帳に入って、通帳も見るだけになってく

るので、こういう敬老のお祝いの手渡しと

いうものを私はやっぱり大切にしていく

べきじゃないかなと思うんですね。 

 そういう点では、今まで手渡ししてきた

ということの中で、どう考えておられるの

か、その１点、質問させていただきたいと

思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、敬老祝

金を手渡しで配付していることについて

のご答弁を申し上げます。 

 敬老祝金につきましては、概ね１，００

０人を超える対象者に民生委員を通じま

してお配りをしていただいておる現状が

あります。 

 当然訪問して、お会いして渡すというき

っかけになるというのもあります。ただ、

高齢者がふえていく中で、より多くの方を

見守っていくことが重要であると認識し

ている状況です。 

○上村高義委員長 堤部長。 

○堤保健福祉部長 敬老金の見直しにつ

きまして、手渡しということで非常に喜ば

れているという側面はございます。 

 ただ、今回の敬老金の見直しにつきまし

て、少し背景についてご説明をさせていた

だきたいと思いますが、昨年の７月に厚生

労働省から発表されております、平成２６

年度における日本人の平均寿命でござい

ますが、先日も増永委員からご指摘された

ように８０歳を超えているという状況で

ございます。 
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 男性の平均寿命が８０．５歳、女性は８

６．８３歳ということになっております。 

 今回見直しをさせていただく中心とな

っておりますのは７７歳という年齢でご

ざいます。この年齢につきましては、平均

寿命から見ますと、男性では３．５歳若く、

女性では９．８３歳と約１０歳若い年齢に

なっております。 

 また、北摂各市の状況も見てみますと、

吹田市、豊中市、高槻市ではこの制度が既

になく、池田市、箕面市につきましては８

８歳から敬老金を支給されておられ、茨木

市は１００歳のみという状況でございま

す。 

 敬老金条例の第１条で、長寿の祝福とい

うのを目的としておりますけれども、今申

し上げましたように、７７歳というのは既

に平均寿命を下回っているということで、

この年齢の見直しというのは必要ではな

いかと考えているところでございます。 

 また、この事業の目的としまして、高齢

者の福祉の増進というのもございます。私

どもは、この見直しによって生じた財源に

つきましては、７５歳以上の高齢者の見守

りの強化にシフトをするということで、こ

の敬老金事業の趣旨にかなった見直しを

させていただきたいと考えております。 

 先ほども課長のほうから申し上げてい

ますが、昨年の１２月末の摂津市の高齢化

率は２４．４％となっております。ＷＨＯ

や国連が定義する超高齢化社会、これが、

６５歳以上の方が２１％を超える社会を

超高齢化社会と定義をしているわけです

が、既に摂津市は超高齢化社会を突破して

いるという状況でございます。 

 その上で１０年後の２０２５年には、さ

らに高齢化が進んで、社会保障経費が倍増

するという状況になっております。 

 先ほど、１，０００万円の負担増が耐え

られないのかというご質問もございまし

たけれども、私どもが２７年度の当初に試

算をしております介護保険の今後の見込

みということがございます。国からそうい

った資料をいただいて算定をしておりま

す。２６年度給付費が約４５億円でござい

ますが、１０年後といいますか平成３７年

の数字なんですけれども、このままでいけ

ばということでございますけれども８４

億円まで給付費が上がっていくと。 

 そういった中で、仮に制度が一緒で、市

の負担率が１２．５％であるとするならば、

２６年度の市の一般財源、これは市税で負

担していただいている額でございますが、

約５億６，５００万円から１０億５，００

０万円ということで、４億８，５００万円

ほどふえます。１，０００万円に加えて４

億８，５００万円がふえていくと、このよ

うな状況でございます。 

 私たちは、今、それを全て削ってしまう

ということではなく、今後必要とされる事

業に今シフトしていかなければならない

と考えまして、敬老金条例の改正をお願い

いたすものでございます。 

○上村高義委員長 小野副市長。 

○小野副市長 今、部長が言いましたとお

りでございまして、これからのこともござ

いますので、最終決定は市長でありますけ

れども、実行部隊の責任者は私であり、指

示をしたのも私でございますので、一言申

し上げます。 

 扶助費の問題については、きのうの総務

常任委員会でもございましたので、単独扶

助費をどう使っていくかということをも

う一度整理いたします。 

 第５次行革のベースは、現金給付から制

度給付に変えたいというのが基本であり
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ます。 

そこで、２０２５年には私もそうなんで

すけれども、国民の５人に１人が後期高齢

者になりますから、世界で例を見ない大変

な時代が来ると。生涯医療費は、今言われ

ていますのは、７５歳以上から４割使うと

言われています。そのときの医療費は一人

当たり９２万円にのぼるだろうと。それは、

７５歳以下の４．６倍にのぼると。これを

一体どうするかということを行政として

考えるべきだと私は思っておりました。 

 したがって、この２０２５年問題と第５

次行革、それと中期財政見通しを出しまし

たけれども、この数字が正しければ、平成

３５年には４８．６億円の赤字ということ

で、今から準備をすべきであるというのが

我々の考えでございました。 

 ただ、議会では、それはそのときの話だ

から、そのときやればいいじゃないかとい

うことも議論もあります。 

 たしかに平成１６年、森山市長がかわる

ときに大混乱いたしました。あのときは、

経常収支比率が１１０までいきました。夕

張が百十何ぼで、摂津市が全国で４位に悪

いということで、あのときは、退職金の分

割払いまで議論しました。そういうことに

なってはいけないので、いわゆる２０２５

年問題を踏まえた上で第５次行革、そして

中期財政見通しを持っております。 

確かに、議決をもらわない限り、動かせ

ないのは事実でございますから、この点に

ついては受けとめ、もう扶助費問題は一か

ら整理をして、そして、人件費はもっと見

直すべきだと思っています、これは。これ

はやらずにいられないだろうと思います。

これを給与費総額でいくのか、一人一人の

人件費でいくのか、定員でいくのか。 

 きのうも言いましたけれども、河内長野

市と標準財政規模が非常によく似ており

ます。もう一度、検討しますが、職員総数

が河内長野市と比べて、一般会計で百何十

人摂津市が多いんです。 

 河内長野市は人口１０万人ございます。

財政規模は３９０億円ぐらいあると思い

ますけれども、職員数は圧倒的に少ないん

です。なぜなのか、一部事務組合によるも

のなのか、給食センターなのか、消防なの

かもう一度調べます。調べますが、私ども

の職員数は府下的にはまだ多いと私は見

ます。 

 ですから、今日出ました分も議論いたし

ます。その一方でふやすべき議論もあるわ

けですから、この辺の兼ね合いをどうする

かということの部分がございますが、２０

２５年問題を考えながら、議決を得なけれ

ばできないことも考えながら、市民の所得

は低いということも考えながら、いま一度

整理をしたいと。 

 ただ私どもは、これはご理解願えるもの

として議案として出したということで、あ

えて申し上げたいと思っております。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 私も第５次行革という

のはしっかりやっていかなければいけな

いと思っています。 

 先ほども言われましたけれども、２０２

５年問題とかいろいろと対応しなければ

いけない問題はかなりあります。 

 しかしながら、今、社会の中で言われて

いるのは、つながりということが言われて

いると思うんですね。つながりが薄くなっ

ていっているということもあるので、そう

いう意味では、この摂津市の中で、お祝い

金を配っていただいているという、人の手

から人の手へというのはしっかりと私は

残していくべきなんだろうなと思います。 
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 それが摂津市の魅力の一つにもつなが

っていくのではないのかと思いますので、

そういう意味では、これから検討していっ

ていただきたいということをお願いして

おきたいと思います。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午後２時３８分 休憩） 

（午後３時    再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 南野委員。 

○南野直司委員 この敬老祝い金の見直

しについて、市民の方のお声、思いをお伝

えをさせていただきたいと思います。 

 私は毎日ではないんですけれども、民生

委員の方と子どもの朝の見守りにつかせ

ていただいていまして、ちょうど昨年、こ

のようなお問い合わせがありました。 

 敬老祝い金はいつもらえるのかという

お問いでした。７７歳とお答えし、その方

は７６歳でした。１月１日時点で摂津市に

お住まいで、９月にいただけるということ

でご説明をさせていただきました。 

 今までも何人かお問い合わせがあった

中で、私が感じましたのは、指折り数えて

この祝い金を待っておられるというのを

すごく感じたわけでございます。その話を

民生委員にしますと、ちょうど一中校区で

すので、南千里丘のまちづくりができまし

て、タワーマンションあるいはパークシテ

ィ、そしてユニエスですか、高齢者の方の

マンションもできました。そんな中で、対

象者の方にお配りに行って、記念品をお祝

いとして民生委員に持っていっていただ

くわけですけれども、こんなすばらしい制

度が摂津市はあるんですかと言われまし

たと。また、先ほど村上委員がおっしゃっ

ていましたけれども、振り込みのところも

あるらしいです。そんな中、摂津市は財政

が厳しい中であっても、昭和３９年からず

っと、見直しがありましたけども続けてき

ていただいたと、これはすばらしい制度だ

と思っています。 

 そんな中で、そういうやりとりがあって、

道路でその方とお会いしたら、挨拶もでき

るようになりましたと。スーパーとかで会

っても挨拶ができるようになりました。一

つのつながりを築く上での一つのツール

といったらあれですけれども、きっかけに

なる大事な敬老祝い金という施策である

のかなと思ったわけであります。 

 もちろん、行政改革を進めていく中では

協力していかないといけない部分もある

と思うんですけれども、スクラップアンド

ビルドということで、この財源をライフサ

ポート事業に充てるということで、そのラ

イフサポート事業もすごくいい制度だと

も思います。 

 私自身も、知っている方がおひとり暮ら

しの方で、おうちでお亡くなりになられた

というケースに会っております。７５歳以

上の全戸訪問というのは本当にすばらし

い取り組みだと思っています。 

 平成２８年度の市政運営の基本方針の

中でも、市長はおっしゃられたと思うんで

すけども、人口ビジョン、定住促進の中で、

どちらかというと、子育て支援のほうにど

の自治体も目が行っているのではないか

なと思います。 

 摂津市においても、新年度から子ども医

療費助成制度が中学校３年生まで拡充す

るわけでありますけれども、この子育て施

策に関しては、ほかにもあります。モノレ

ールの広告に出ましたけれども、子どもた

ちへのランドセルです。これはずっとやっ

てきました。子どもたちへのランドセル給

付という事業はテレビでも取り上げられ
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ました。 

 高齢者の方への施策というのも、この議

案は廃止する議案じゃないですけれども、

粘り強く続けていくことが、大事だなと思

うんです。 

 だから、もう一度この中身を、特に７７

歳の給付をなくしてしまうと、８８歳まで

１０年間ないんです。９９歳をなくすとい

うのはわかるんです。１００歳があります

から。１００歳で５万円ですね。今まで毎

年１０１歳、１０２歳とお祝いしていただ

いたのを、１００歳のみになりますけれど

も、９９歳をなくすというのはわかるんで

す。ただ、何回も言いますけれども、７７

歳は今８，０００円ですけれども、５，０

００円にしたとしても、続けてほしいなと。

１０年間ってやっぱり長いです。 

 お電話いただいた方は今まで何人かい

らっしゃいますけれども、この８，０００

円を何に使われるかわかりませんけれど

も、お孫さんにおもちゃを買ってあげる方

もいらっしゃると思います。また、ご家族

で外食に行く方もいらっしゃると思いま

す。指折り数えて待っておられる方がいら

っしゃることは確かなことでありますの

で、どうか、もう一度この中身を皆さんで

議論していただきたいなと、僕は思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長 ほかにございません

か。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私からも意見として

申し上げさせていただきたいなと思いま

す。 

 この議案の審査に入りまして、この議案

が上程をされた背景を説明されて、その後

に、堤部長も副市長もそれの補足をされま

した。 

 その中で、確かに平均寿命といったもの

が長くなっているという状況を考えたと

きに、７７歳の方をどのようにこれから見

ていくのかというところが非常に重要な

ポイントなのかなと感じております。 

 個人的な話で申しわけないですけれど

も、私の母親も、もうじき７７歳になりま

すけれども、確かに医療制度でいうと、も

うじき後期高齢者になるのかなと思って

いますが、しかし、まだまだいろんなこと

をもちろん一人でできますし、確かに経済

活動はしておりませんけれども、地域の中

でも、例えば自治会の役員をやったりとか、

一定の役割はこなしているなと感じてお

ります。 

 その中で、副市長がおっしゃられたよう

に、これからの社会を考えたときに、いか

に持続可能な制度をつくっていくのかと

いうことを考えたときに、やはり医療費を

どう抑制していくのかというのは、これは

避けて通れない大きな道なのだろうなと

考えます。そうなったときに、やはり７７

歳の方にはまだまだ社会的に現役として

地域の中でも一定の役割を果たしていた

だくということが大事なのかなと。それも、

健康で果たしていただくということが大

事なのかなと思っております。 

 今回の第３８号なのですけれども、いわ

ゆる敬老金の対象は１回見合わすという

ことは理解をしておりますが、その一方で、

７７歳でいろいろと地域に貢献等をして

いただいている方に対して、何か行政とし

て感謝の意を表すというか、何らかの形が

必要なのかなというように思っておりま

す。 

 これは、議案第３８号なので、当然ここ

の中には出てこないというのはよく理解

をしておりますけれども、先ほど私が申し



- 45 - 

 

上げました、これから健康に年齢を重ねて

いただくということをしっかりと市民の

皆さんに、その大切さ、尊さといったもの

をかみしめていただくためにも、何らかの

方向性というか、新たな取り組みといった

ものが行政からのメッセージとして大事

じゃないのかなと思っております。 

 ぜひ、その辺のことも含めて、今後の市

のあり方といったものについて、これを契

機に、深めて考えていっていただきたいな

と思うところでございますので、あくまで

もこれは私の意見として申し上げさせて

いただきたいと思います。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午後３時１１分 休憩） 

（午後３時１５分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第３８号については、きょうはこの

程度の質疑にとどめておきます。 

 次に、議案第４２号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 介護保険の一部改正の

中身だと思うのですけれども、平成３０年

までだったものを、平成２８年３月３１日

にすると、これからやっていきますよとい

う話だと思うんですけれども、具体的な説

明をよろしくお願いします。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、増永委

員のご質問にお答えいたします。 

 平成２６年法律第８３号地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律の

施行に伴いまして、市町村では新たに追加

されました地域支援事業を平成２７年４

月より実施することになりました。 

 本市は、その猶予期間を定めることがで

きる規定に基づきまして、条例で定めると

ころによりまして、介護保険法の定める最

長の期間を設け、平成２７年度第１回定例

会におきまして、条例の改正の審議をいた

だきました。 

 このたび、介護保険条例附則第１２条２

項に定める在宅医療介護連携推進事業に

つきましては、医師会との連携と介護保険

事業者との連携が図れ、両者による研修会

等が順調に開催され、また、医療関係者と

介護事業者のケアマネージャーなどが情

報のやりとりを行う手法の構築の目途が

立ったことから、また医師会がインターネ

ットを活用した介護保険事業者とも連携

が可能なシステムの検討を前向きに考え

ておられる状況に近づいたことから、本市

としましては、在宅医療・介護連携推進を

より推進していく観点から、平成２８年４

月から取り組みが進められるよう、猶予期

間を平成２８年３月３１日に短縮する条

例改正をこのたびお願いするものです。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 医療と介護のやりとり

をする中で、利用者のためによりきめ細か

い丁寧な総合的な、そういう医療介護体制

を図るということが趣旨だと思いますの

で、しっかりと取り組んでいただけたらな

と思うのですが、国のほうは、医療を介護

に肩がわりさせようという動きもありま

す。そういうことではなく、市民のための

制度として、しっかりと運用していただき

たいと思います。 

○上村高義委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 
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 暫時休憩します。 

（午後３時１９分 休憩） 

（午後３時２０分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第３７号所管分の審査を行います。 

本件については、補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 この条例に関しては、本

会議の代表質問でも取り上げさせていた

だきました。一人親家庭はここの所管では

ないと思いますけれども、一人親家庭も、

それから障害者も、本当にいざ入院となっ

たときに、食事代がかさんでくるというこ

とになると、入院そのものをしてはいけな

いという状況が出てくる可能性がありま

す。確かに、非課税の世帯は残していただ

いているとは思いますけれども、非課税さ

え残せばいいのかということについては、

非常に疑問があります。 

 高齢者もそうですけれども、今、本当に

貧困の問題が大きく日本の中で広がって

いる中で、シングルマザーなんかはお仕事

を二つも三つもかけ持ちをしながら、必死

で子育てをしている。そういう方は税がか

かってくると思うんですけれども、じゃあ、

余裕があるのかと言うと、決してそうでは

ない。貯金もない中で、いざ入院となった

ときに本当に食事代、今度４月からは１０

日入院すれば３食で１万８００円がかか

ってくると思います。またその翌年には、

もっと金額も上がってくると思うんです

けれども、やはりここはしっかりと支える

ことが必要ではないかなと思います。 

 金額について、削減効果額は、一人親家

庭のほうは９万円ということで、代表質問

のときにご答弁をいただいておりますが、

障害者のほうは削減額として幾らになる

のかということ、あのときは多分全体の費

用で言っていただいたと思うんですけれ

ども、もう一度その金額を教えていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田障害福祉課長 それでは、この平成

２８年度の金額の差額ということかとは

思うのですけれども、制度的には１１月か

らの改正となっておりますので。平成２６

年度の分という形でいいますと、２６年度

でしたら、課税世帯、年度によって変わり

はあるんですけれども、約３２７万円とい

う額になっております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ありがとうございます。

そうしますと、この条例の改正によって、

入院食事療養費が４月から値上がりをし

ますけれども、今までのデータでいくと、

障害者のほうが３２７万円、一人親は９万

円ということが削減額。値上がり部分とい

うことを勘案しても、４００万円もあれば

今までどおりのことをやっていける額だ

と思うんです。このくらいの効果をもって

して、一人親家庭や障害者の方々が入院す

ることを控えないとあかんような、そうい

う状態を招くということが、果たして摂津

市のやっていくこととしてよいことなの

かということでは、私は本当に違うんじゃ

ないかなと思います。 

 先ほど、敬老祝い金のところでさまざま

なご意見を出されましたけれども、やはり

人とのつながりであるとか、摂津市がよそ

と違って温かい市だということで大切に

してきた、そういう姿勢というのは、ここ

でもやはり変わらないのではないかな。行

革だからといって、ここを切り捨てるとい

うことは、摂津市の持っている良心を投げ

出すのかという思いになってきます。ぜひ
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ともこれは現行どおりの制度をしっかり

守って頑張っていただきたいと思います。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 今回、条例改正というこ

とで、非課税世帯が残されるということと

思いますが、金額は先ほど質疑であったか

と思うんですけども、この施行日を１１月

１日とした理由をお尋ねしたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田障害福祉課長 施行日を１１月１

日にさせていただきましたのは、医療証の

切りかえの時期が１０月末までというこ

とで、やはり制度の周知の方をきっちりと

していくということが大きな課題になっ

ておるかと思っております。 

 この条例を審査していただいた後、可決

されましたら、広報等だけではなくて、今

の現況の方にご案内させていただくと。医

療証が１０月末に届く方が対象となって

おりますので、１０月末という形でさせて

いただいた経過でございます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 医療証の切りかえの時

期のタイミングということで、１１月１日

になったということでございましたけれ

ども、しっかりと周知をしていただくとい

うことが本当に大切なことだと思います

ので、その点しっかりとホームページなり

広報紙なりを活用する中で、またいろんな

行事というか、そういうときも含めて、周

知をしっかりしていただければなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 ほかにないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後３時２８分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第３９号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時３０分 休憩） 

（午後３時３１分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第２２号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 別府コミュニティセン

ターに関する条例について、質問いたしま

す。 

 このコミュニティセンター条例ですけ

れども、別府コミュニティセンターは、一

つは別府公民館の機能を移すということ

があったと思います。 

 一般会計でも質問させていただきまし

たが、いろいろ施設管理公社だと思うので

すけれども、指定管理で任せていくという

ことで、公民館まつりなどもそこが加わる

と。今までの役割を果たしていけるように、

そこも一緒になってやっていくというよ

うなことでお聞きをしておりますが、管理

公社のほうでは、そういうことを今までや
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ってきた方が職員でおられるとか、サポー

トができる体勢ですね。何かそういうこと

があるのでしょうか。 

 教育委員会の生涯学習部がかかわって

こられたのかなと思うのですけれども、そ

こはもう手を離されるのかどうなのかと

いうような問題です。今でどおりのことを

やると言われますけれども、具体的にそれ

を実現できる何かというのを地元の自治

会の皆さんとか、非常に不安に思っておら

れる。実行委員会形式で自分たちでやれと

言われると本当に困ると。今までやっぱり、

市がサポートしてきてくれたからこそで

きたんだという話をされておられますの

で、不安がない形で説明ができるのかどう

なのかお聞きしたいと思います。 

 それと、この条例の中で使用料が出てき

ております。今の別府公民館と比べると、

かなり高い額になっています。コミュニテ

ィプラザの金額と大体同じなのかなと見

ているのですけれども、正雀市民ルームよ

りは結構高いのかなと思います。 

 今、登録をして、いろいろ活動されてい

るところには減免制度もあると聞いてい

るのですけれども、その具体的な金額、こ

んなふうにしますというのを教えていた

だきたい。それから、既存の登録のところ

についてはそうされるのでしょうけれど

も、これから登録されるところが出てくれ

ば、そこも同じ扱いをするのか。また、登

録していないところに対しての減免とい

うようなことがあるのか。これも教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、第１９集会所が取

り壊しになって、この別府のコミュニティ

センターの中に集会室という形で組み込

まれて、倉庫もついて、そこには二つの自

治会の第１９集会所で管理されていた品

物なんかも入れることができるようにな

ると。夜警とかそういうときには、鍵も自

治会の方が管理をして開けて使うと。 

 しかし、ふだんは、施設管理は指定管理

がするというお話だったと思うんですけ

ど、今まで第１９集会所が使っておられた

自治会は、集会室をこの金額を払って１回

１回使うのでしょうか。もし、違うのだっ

たらどうされるのか、お聞かせください。 

 ほかにも自治会は幾つもありますけれ

ども、ほかの自治会が使うときは、この金

額でやるのかどうかということについて、

教えてください。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、３

点のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目、今後のサポート体制とい

うところですけれども、今考えております

のは、指定管理者にこの施設を管理運営し

ていただいて、地元のいろんな協議にも入

っていただきたいと考えているというこ

とは、以前答弁させていただいたところで

すけれども、当然、市民活動支援課もその

協議の中には入ってまいりますし、施設管

理公社であれば、今までいろんな文化連盟

のイベントにご協力されておられまして、

いろんな関係性を築いておられますし、自

治会とも自治会の総会を開かれるときに

会場設営等、いろいろご協力されておりま

して、自治会とも顔がつながっているとい

うことがございますので、そういったとこ

ろから考えますと、市民活動支援課も入り、

十分な今までの関係性も持っている団体

に指定管理もお任せすることで、今までの

関係性は十分に保てていけるのではない

かと考えております。 

 また、当然、仕事の分担はしていただき

ますけれども、指定管理者とともに２名の
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臨時職員の配置を考えておりますが、その

臨時職員の方についても、これまでの経緯

を十分にわかっておられる方に入ってい

ただきたいと考えておりますので、そうい

ったことで一体となって地元の方とは十

分に協議していきたいと考えております。 

 それから、２点目、使用料のことですけ

れども、使用料については、設定の考え方

といたしましては、コミュニティプラザの

使用料の料金設定の考え方に準じて設定

させていただいております。 

 コミュニティプラザの使用料設定の際

は、まずはランニングコストを想定しまし

て、その３割をご負担いただくという考え

のもと、料金を算定したものと、それと、

市内の類似施設、正雀市民ルームとか、そ

ういうところになるのですけれども、そう

いった類似施設の平均、それと、それに加

えまして、近隣各市の類似施設の使用料の

状況、そういったものを勘案いたしまして

平均単価を出しております。 

 その考え方に準じまして、コミュニティ

センターにつきましも、使用料平均単価を

まず算出いたしまして、それをもとに各部

屋の料金を設定いたしました。そういう形

で算定いたしましたので、大体コミュニテ

ィプラザと同様の金額になっておるとこ

ろであります。 

 あと、減免の適用範囲ということですけ

れども、これにつきましては、委員もおっ

しゃっていただいていますように、これま

で公民館で活動されていた登録クラブに

ついては、新たに団体登録をしていただき

まして、減免を適用していきたいと考えて

おります。 

 それから、既存の団体ではなくて、新規

の団体はどうなるのかということですが、

条例の議案参考資料の１２ページをごら

んいただけたらと思うのですけれども、現

在の規則案では、五つの項目で減免の対象

を定めておるところです。ここに当てはま

る団体については、同様に減免をしていき

たいと考えております。 

 今までの料金と今後のコミュニティセ

ンターをご利用されるときの料金の差に

ついては、大幅な値上げにならないように、

数年間かけて経過措置を設けて、徐々に料

金を値上げさせていただきたいと考えて

おるところです。 

 ３点目の集会室の件ですけれども、第１

９集会所につきましては、現在、別府新町

自治会とレスト別府自治会の方がお使い

になっておられます。これまでも自治会の

方と協議を進めておりまして、各自治会が

ご利用されるときについても、使用料をお

支払いしていただくことについてはご理

解をいただいているところです。 

 ただし、こちらも先ほど申し上げました

議案参考資料の１２ページのところです

が、こちらの第９条を適用いたしまして、

減免については適用できると考えており

ます。 

 あと、ご利用については、先日の委員会

でも答弁させていただきましたが、一旦通

常どおり使用申し込みをしていただいて、

使用していただくということで考えてお

ります。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 公民館の役割を引き継

いでいくということについて、いろいろと

地元と協議もしていただいていると思う

のですけれども、そこについては、これか

らもさらにしっかりと協議をしながら進

めていっていただきたいと思います。 

 使用料の問題ですけれども、登録をする

ところについては、とりあえず現状は今の
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金額と変わらない額ということでよいの

ですね。だんだん少しずつ引き上げていっ

て、何年かかけて減免の金額まで持ってい

くとことですね。新しいところは減免の金

額ということでやるということですね。 

 公民館の場合は、安い金額で、登録じゃ

なくても、そのとき１回だけを使うという

ことでもできたので、ご近所の方が何人か

で集まって、高齢者の方がおしゃべり会に

使っていたというようなお話も聞いてい

ます。登録団体としては違うのですけれど

も、そういう活用の仕方も今まではされて

いたということも踏まえて、その団体が何

という名前のどんな団体かというと、別に

団体はないわけですけれども、ご近所の高

齢者の方々の集まりというだけなのです

けれども、そういうところでもしっかりと

使っていけるような、そういう措置が講じ

られないか、ぜひ考えていただきたいなと

思います。これは要望としておきます。 

 それから、集会室の問題ですけれども、

減免をした金額で別府新町やレスト別府

も使うということで了承いただいている

というお話でした。 

 これは、ほかの自治会が使う場合も同じ

金額で使えばいいのでしょうか。 

 それから、申し込みの優先順位とか、レ

スト別府や別府新町が優先なのか、それと

も、ほかの自治会が使う場合でも同じよう

に、いつまでにという期間が決められてい

ると思うんですけれども、それは同じよう

に適用されるのか。その辺を教えていただ

きたいと思います。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、集

会室の利用についてですけれども、これも

議案参考資料１０ページをご参照いただ

けたらと思います。１階部分の集会室１、

それから集会室２、こちらについて、この

第１９集会所の機能を移転ということを

考えておりまして、書いておりますように、

通常、１週間前から前日までの使用申し込

みとさせていただいてるところですけれ

ども、これまで第１９集会所をお使いいた

だいていた自治会関係者につきましては、

この括弧書きを適用させていただきまし

て、使用日の属する月の１か月前から予約

を受け付けさせていただきまして、優先的

にお使いいただきたいと考えております。 

 ただ、ほかの自治会ということになりま

すと、これまで第１９集会所、レスト別府、

それから別府新町自治会にお使いいただ

いていたということを踏まえますと、なか

なか同じ取り扱いをさせていただくのは

しんどいのかなとは思うのですが、その自

治会が使わない場合は、一般の方にもお使

いいただきたいなと思っております。 

 減免につきましては、先ほども申し上げ

ましたように、この条項に当てはまるのか

どうか、ほかの自治会がこちらをお使いさ

れるときにどういう活動をされるのかと

いうところを把握させていただいて、個別

判断していきたいと考えております。 

 先ほどの答弁の中で、１点補足させてい

ただけたらと思うのですけれども、指定管

理者のことについて、先ほどいろいろと想

定しながら答弁させていただきましたけ

れども、指定管理者につきましては、次回、

６月の第２回定例会で指定管理者の候補

者については選定をした上で、指定議案を

提出させていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 この参考資料１０ペー

ジで、自治会とあるのは、レスト別府や新

町のことを指しているというご答弁だっ



- 51 - 

 

たと思うのですけれども、これを見る限り

はそうは読めないと思うんです。全部の自

治会ができるんだなと思えるんです。 

 第１９集会所がなくなったということ

も、もちろん皆さんご承知ですから、基本

的には別府新町やレスト別府の集会室な

んだと。あいているときは、ほかも使える

という理解が得られるのかもしれないで

すけれども、それをずっとそのまま行くの

かなというのは、役員なんかもやっぱり変

わっていかれるだろうと思いますし、レス

ト別府や別府新町は減免されて、ほかの自

治会が使うときは減免ができないのはど

うしてなのかというような疑問がわくこ

ともあるのかなと思うのです。また、レス

ト別府や別府新町としては、やはり第１９

集会所があったわけですから、そこがなく

なったかわりの集会室なんだという思い

がすごく強いですし、もちろん倉庫もそこ

にある、夜警もそこでやるということにな

れば、よそと違うのは当たり前、うちが優

先なんだという思いもあると思うんです。

そこら辺は、やはり住民の間に対立ができ

ないように、きちんと皆さんにわかってい

ただけるような形をやっていかないと、せ

っかくのセンターをつくるわけですから、

しっかり考えていっていただきたいなと

思います。これを見ると、どの自治会でも

と読めると思うんです。優先順位にしても

そうだと思います。私は自治会が使われる

ときは、みんな減免してもらったらいいん

じゃないかとは思いますけれども。その辺

は要望としておきますので、ぜひ地域の声

をしっかり受けとめて頑張っていただき

たいなと思います。 

 最後に、コミュニティセンターはこれか

らスタートするわけですけれども、駐車場

とか駐輪場も広げていただいて、より使い

やすくなると思うのですけれども、子ども

たちの遊び場として、ボールを蹴ったり、

そういうことができるようなスペースが

欲しいとか、いろんなことがワークショッ

プでは出ておりました。これで終わりでは

なくて、やはり地域の声をしっかり拾い上

げて、残った部分は、売ることなく、しっ

かりと活用していただきたいと思います。

要望とします。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 私からも何点かお尋ね

をしたいんですが、別府コミュニティセン

ター条例ということで、基本はコミュニテ

ィプラザの条例と同じような形で書かれ

ているのかなと思うんですけれども、その

中で、今まで公民館として登録されていた

団体が、毎週木曜日とか毎週金曜日とか、

ずっと同じように使われていたケースが

公民館であったかと思うんです。先ほど、

この規則の中では、１か月前からの予約と

いうことで、１か月先までしか予約ができ

ないのかどうかということを１点お尋ね

をしたいのと、コミュニティプラザはイン

ターネット予約があるのですが、別府のほ

うでは、インターネット予約はどうなって

いくのか、その辺の考え方をお尋ねします。 

あともう１点は、この条例の中での第８

条３項の営利及び宣伝を目的として使用

するおそれがあるときは使用の制限がか

けられるという条項となっているわけで

ございまして、これはコミュニティプラザ

も同じような内容かと思うのですが、この

営利というものはどういうことを対象と

して考えておられるのかということで、お

尋ねしたいと思います。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 
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○谷内田市民活動支援課長 これまで公

民館で活動されていた登録クラブが毎週

というか、定期的にご利用されていた件で

すけれども、予約につきましては、会議室

１、２などの２階の諸室につきましては、

４か月前から予約という形を取らせてい

ただいているのですけれども、登録クラブ

については５か月前ということで、５か月

前にはご予約をいただく必要があるのか

なとは考えております。これまでも公民館

では、毎年大体のスケジュール等を提出い

ただいて、活動日を把握されていたという

ことですので、できるだけ同じような形で

事業計画等をご提出いただいて、事前に活

動予定日を把握させていただいて、予約の

期日が近づいてまいりましたら、各団体が

予約をお忘れになっているようでしたら、

こちらから周知をさせていただいて、予約

漏れのないようにしていって、定期的なご

利用については、何とかそのまましていっ

ていただきたいと考えております。 

 ２点目のインターネット予約について

ですけれども、委員もおっしゃっていただ

いていますように、コミュニティプラザと、

現在各公共施設はインターネット予約で

受け付けさせていただいておりますが、こ

の別府コミュニティセンターにつきまし

ても同様に、インターネット予約をしてい

きたいと考えております。その関連予算も

２８年度の当初予算で計上させていただ

いているところです。 

 そういったインターネットで予約でき

るということについても、今後十分に周知

していって、各利用者の利便性向上を図っ

ていきたいと考えております。 

 ３点目、営利及び宣伝の件ですけれども、

今もコミュニティプラザの窓口でこの件

については利用者とやりとりする場面が

いろいろと発生しておりますけれども、物

品の販売とか、それから会費以上に参加者

からお金を徴収すること、そういったもの

については、営利に当たると考えておりま

して、現在コミュニティプラザの窓口でも

そういった説明をさせていただいている

ところです。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 今まで公民館として活

用されておられた団体はそうなのですけ

れども、また、先ほど言われた集会所も二

つの自治会で使用されていたということ

もあって、例えば、私も一自治会の役員な

のですけれども、年間スケジュールはもう

組んでしまうんです、この第何土曜日はこ

ういう会合を取りますよとかいうことも、

それでもうずっと走ってしまっているの

で、それがたまたまほかのところが先に予

約をされて、取れなくて使えないとか、改

めて日程を調整しないといけないとか、そ

の辺が出てくるので、しっかりとその辺の、

先ほど言われていたこの社会団体等々は

５か月前とかいうことで、前の情報よりも

１か月でも長く設定していただいている

ということもあるのですが、その辺のまた、

先ほど答弁にあったように、便宜をとって

いただいて、しっかりとまたコンタクトを

取っていただくとかいうことも含めて、こ

の日程調整、今までの団体として活動され

ておられた内容に支障を来さないような

形でお願いをしたいなと思います。 

 そういう中で、やはりこの条例について

は、コミュニティプラザと少し違うな思っ

たのが、第一の「地域における」という言

葉が書いてある、これが違うのかなと思っ

て、やっぱり地域に根差したセンターにな

っていくように、この条例のとおりしっか

りと取り組んでいっていただきたいなと
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思いますし、また、インターネット予約も

少しでも早くできるような取り組みをお

願いしたいなと申し上げて、要望として終

わりたいと思います。 

○上村高義委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 先ほどから増永委員、村上

委員からの質問もございますけれども、ま

ず、もともとこの別府のコミュニティセン

ターを新設するに当たっては、別府公民館

が老朽化であって、別府公民館の建て替え

をしてほしいという市民からの要望がま

ず一つあったと思います。 

 それと、公民館では飲食ができないと。

飲食ができる公民館機能をあわせ持った

施設をということで要望があって作られ

たと思うんです。 

 そういう意味からすると、市民からする

と、公民館に飲食ができる施設ということ

が最低条件であったとは思うんです。 

 例えば、使用料の件もありますけれども、

利用者からすると、今までの公民館の利用

料であって、それをほかの公民館と同じよ

うな利用料をという、そういうことを望ま

れている方というのが多いと思うのです。

先ほど、村上委員も、地域におけるという

ことをおっしゃっていましたので、そうい

う意味からすると、コミュニティプラザと

少し意味合いは違うのかなと。コミュニテ

ィプラザは全体の施設なのかなと、私は思

うんです。別府のコミュニティセンターは、

今まで公民館を使っておられた方が引き

続き利用される方が多いのだろうと思う

のですけれども、今回、使用料の金額を上

げてこられていますけれども、減免もあり

ますけれども、その点は、やはり地域をと

いうことと、それと、公民館ということと

あわせて考えていただけたらなとは思う

んです。 

 集会所の件も先ほどから話が出ており

ますけれども、別のところから鍵であけら

れるようにということで、先日の委員会で

もご説明いただいたのですけれども、例え

ば、自治会活動をしていますと、物を取り

に行ったりとか、突発的に会議をしなけれ

ばならないというようなことも生じてく

る可能性があるんです。今までは、集会所

でありますと、防災管財課と集会所の管理

者との間で委託契約を結んで、使用料とい

うのはありますけれども、全ての集会所が

統一の使用料を取っているわけではない

んです。そこの地域によって、管理者によ

って、さまざまな金額設定をされています

ので、この点は、例えば公であるからとか、

公の範疇も解釈としてさまざまな部分が

ありますので、これは公の団体であると、

利用料は全額免除という形をとられたり、

自治連合会とかはどうするねんとかいう

ことにはなってこようかと思いますので、

これでいきますと、規則で定められて、こ

の金額ですよということでありますから、

実際に運用をしてから、トラブルが生じて

こないかというところを少し危惧すると

ころがあるんです。 

 もう少し具体的にどういう動きがあっ

て、どういうことが生じてくるのかという

ことはもう少しゆっくりと考えていただ

きたいと思うんですけれども、その点、答

弁いただけたらと思いますので、よろしく

お願いします。 

○谷内田市民活動支援課長 第１９集会

所の機能移転の件につきましては、これま

でも各自治会の会長と何度か協議をさせ

ていただいてまいりました。 

 その中で、やはりこれまで集会所につい
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ては自治会が管理されてこられたけれど

も、今後の別府コミュニティセンターにつ

いては一体的な管理運営をしていきたい

という説明をさせていただきまして、これ

についてはご了承いただけたところです。 

 あと、利用料についても今まで第１９集

会所につきましては、１回５００円の利用

料を徴収されてきたと。あと、老人会、子

ども会等については無料の取り扱いをさ

れてこられておられまして、ただし、自治

会から年度当初に一括して１万円だった

と思うんですけれども、１万円を拠出され

てきたということもお伺いしております。 

 そういった状況で今まで運営をされて

こられましたけれども、今後、指定管理者

で管理運営をしていただきますけれども、

運営については自治会の手を離させてい

ただきまして、その分ご利用の際には使用

料を徴収させていただきたいというお話

をさせていただき、基本的にはご了承いた

だいておるところです。 

 ただ、利用料については、余り大きく変

わらないようにしてほしいとお伺いして

おります。その中で、例えば、集会室２の

午前中のご利用料金でしたら、９００円と

なっております。この９００円から地元の

自治会の方がお使いされるときは４割減

免を適用することとなると思いますので、

この９００円掛ける０．６で午前中につい

ては５４０円でご利用いただけるという

ことで、これまでの料金と余り大差のない

ところになってくるのかなと。 

 時間帯や使用時間の長さによってはこ

れまでと少し値段が上がってくることは

あろうかと思いますけれども、それについ

ては今まで管理していた分の手間が若干

軽減されるところでご理解いただきたい

なと考えておりまして、今後このあたりも

きちっと料金を提示した上でご納得いた

だけるように話し合いをしていきたいと

思っております。 

 あと、自治会の方が急にご利用されると

いうこともあるとご紹介いただきました

けれども、これまで集会所については、集

会所を利用するとともにいろんな備品等

保管されてこられていたと思うんですけ

れども、今後自治会の備品については別の

倉庫、集会室の横に倉庫室を設けておりま

すので、そちらに保管させていただきたい

と考えておりますので、ここについてはこ

れも集会室と同じように外扉ございます

ので、そこから備品を搬入、搬出していた

だきたいと考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 自治会とは協議を進めら

れているとは思いますけれども、自治会の

運営というか、財政というか、その点はや

っぱり皆さんからの自治会費で持ってさ

れていて、厳しい中で運営をされているん

ですね。例えば、施設利用料がかさみます

と、自治会の中で、懇親を深めるとか、さ

まざまな行事をされていますけれども、市

に変わって補完しているさまざまな部分

もあるわけです。そういったことができな

くなるという可能性も出てきますので、自

治会というのは共同しながら生活をして

いくということを平素からつくっていく

というのが基本だと思いますので、その基

本が崩れるというか、そうならないように

自治会と協議を図っていただきたいと思

いますので、この点は重々よろしくお願い

したいと思います。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり



- 55 - 

 

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後４時８分 休憩） 

（午後４時９分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第４０号の審査を行います。本県に

ついては、補足説明を省略し、質疑に入り

ます。 

 増永委員。 

○増永和起委員 今までは産汚物につい

ては市のほうへ届け出を出していただい

て、それから斎場へという運びだったとい

うことなんですけれど、なぜ今まではそう

なっていたのかということについて、今度

それを具体的にどう変えていく、そこにメ

リットがどんなことがあるのかというの

を教えてください。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、今回の改正の

メリットでございますけれども、２点ござ

いまして、まず１点は、料金を明確化した

いということでございます。産汚物の取り

扱いにつきましては、産汚物等取扱条例で

手数料を定めておりまして、１個につき１，

０００円と規定されております。この１個

という単位が何をもって１個なのかとい

うことで、曖昧でして、現場では、業者が

袋で持ってくるんですけれども、その袋を

１個としてカウントしておりました。これ

ではやはり料金が不明確だということで、

今回重さの単位で設定し、料金を明確化し

たいというのが１点でございます。 

それから、先ほどもおっしゃいましたと

おり、もう１点は事務の簡素化・効率化を

図りたいということでございます。これま

で産汚物の取り扱いにつきましては、まず

市役所に業者が来まして、焼却処分の申請、

それと手数料の支払いを済ませてから斎

場に行きまして焼却処分という事務の流

れになっていました。斎場が指定管理者で

ございますので、斎場条例に入れることに

よって、業者は斎場で申請を済ませて、斎

場で許可を受け、それからその場で焼却処

分ということになりまして、利用者にとっ

ても利便性の向上、それから事務の簡素

化・効率化ということで、今回このような

改正となりました。 

○上村高義委員長 増永委員の質問は終

わりました。ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩いたします。 

（午後４時１２分 休憩） 

（午後４時１４分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第４３号所管分の審査を行います。

本件については補足説明を省略し、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 企業立地等促進条例に

関して質問させていただきます。今回面積

の要件を緩和したり、土地の部分について

はみないという形で、中小業者でも使える

ようにという、そういう配慮をして、さら

に延長するという内容だと思います。今ま

では、かなりの大部分を大企業の利用の金

額になっていたと思うんですね。件数は中

小企業も後半ふえてきたとは思いますけ

れども、中小企業もしっかり利用ができる

ように促進を図っていただくとともに、特

に大企業については責務の条項も入れて

いただいていると思いますので、しっかり

と下請け企業であるとか、雇用、労働者の

待遇改善をきちっとしていただいて、やは

り地元企業に正規の雇用がしっかりふえ
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る、しかもその正規の雇用を摂津市民でし

ていただくということが、摂津市の発展に

もつながっていくと思いますし、人口ビジ

ョンも立てられておりますけれど、やはり

若い人がなかなか結婚もできない、家庭も

つくれない、子どもを育てることがなかな

かできないということは、経済的な問題が

大きいと思うんです。派遣労働がすごく今、

蔓延しておりますけれど、そういう中では

少子化と幾ら口で言っても進まないと思

うんですね。企業にしっかりと正規雇用を

ふやしてもらうということを、特に大きな

企業は大きく利益を上げているところで

すから、内部留保をため込むのではなくて、

しっかりと職員の賃金を上げて、正規雇用

をふやして、そしたら景気も上がっていく

ということで、ぜひお願いをしたいなと。

下請けについては、何回も言いますけれど

も、摂津市が実態調査をされております中

でも、下請けの厳しさというのが出ており

ます。そこの下請けにもちゃんとした単価

を払って、大事にするという企業になって

いっていただけるようにご指導をお願い

したいと思います。要望としておきます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 今回の条例改正です、確

認も含めて質問させていただきたいと思

っておりますけれども、今回、条例の有効

期限を延ばすということとか、より中小企

業が投資をしやすい形で拡大をしていた

だいた。本当にありがたいなと思うわけで

ございますが、その中で、条例の文言の確

認をしたいと思うんですが、１点目はこの

議案の中の第３条の２に、前条第１項の規

定による指定を受けた業者、事業者という

ことで、その前条というのが、今の条例を

見る中では営利を目的として事業を行う

小売業とその他の規則で定める業種に属

する事業を除くということで、この小売業

を除いているという理由だけお伺いした

いなと思うことと。 

 もう１個は今回の議案の中の第４条の

１項中、市の施策に協力しなければいけな

いというのが書いてあるのですけれど、こ

の考え方について、２点をお尋ねしたいな

と思います。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田生活環境部次長 この条例の適用

を除くというところですけれども、小売業、

このほか規則で不動産業、いわゆる風営法

にかかわる業種については企業立地等促

進条例の対象から除いているということ

でございます。理由ということですけれど

も、もともと条例が対象としておりますの

が、主に製造業であるとか、いわゆる投資

を拡大していただくということ。あるいは、

固定資産の取得によって固定資産税を納

めていただけるようなという趣旨での条

例でございます。 

 それから、指定業者の責務というところ

でございますが、具体的な協力ということ

については、先ほどからありました市民の

雇用促進でありますとか、地域貢献なども

含めて、例えば産業振興の施策として実施

するようなセミナーでありますとか、ビジ

ネスマッチングでありますとか、そういう

ところでも協力していただく。あるいは、

今後職業体験とか工場見学とか、そういう

ことにも協力していただきたいというこ

とで、本市の産業振興に資するというとこ

ろでの協力を求めるところでございます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ２回目は要望になるの

かなと思うんですけれど、先ほど申し上げ

ていただきました市の施策の協力関係で

すね、これについては市の産業施策という
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ことで雇用面とかそういう考えもありま

すけれど、地域の中でということで、例え

ば防災面、地域の安全面というのですかね、

そういう面も含めて協力していただける

ような形で、またお声をかけていただけれ

ばなと思いますし、また、今回の条例制定

によって、一般会計のときもお聞きしまし

たけれど、何社ということでお聞きをしま

したけれども、そういう形で摂津市に新し

く起業していただけるとか、もともと摂津

市から出ていこうかどうしようかなとい

う方にとどまっていただくというように

なっていくように、しっかりＰＲ等も含め

てやっていっていただきたいということ

を申し上げたいと思います。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 この企業立地等促進条例

ですけれども、この条例が今まであったと

いう認識を事業所はしているという認識

を担当は持っておられるんですかね。４，

０００ほどの事業所が摂津市にはありま

すけれども、今までそのＰＲや周知はどの

ようにされていったのか。それは事業所の

立場からすると、知っていると、例えば摂

津市から、外の地域に移転を考えるときに、

摂津市にはこの企業立地等促進条例があ

るから、待てよと、摂津市に残ったほうが

事業所としてはメリットがあるんじゃな

いかと考えてもらえるような条例でなか

ったらあかんわけですね。その辺、その担

当者はどのようにお考えなのか、お聞かせ

いただけますか。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田生活環境部次長 従来の企業立地

等促進条例の周知ということですけれど、

これについては、全事業所を回って実態調

査をしましたときに、ハンドブックといい

ますか、ＰＲの冊子を配りまして、そこで

も紹介しておりますし、またリーフレット

をつくりまして、ＰＲもさせていただいて

いるところでございます。それをごらんに

なってご相談に来られるということで、周

知については一定しておるところでござ

います。あと、ホームページ等でもしてお

りますので、他市からの移転を考えておら

れるというときにも相談に来られたりと

いうこともございました。ほかの市でもい

ろんな制度をされていますので、摂津市の

企業が手狭になったと、拡大したいという

ときに、いろんな制度を比較されて、それ

で摂津市にもこういう制度があるという

ことで残っていただいている部分もある

のかなと認識しております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 先日の委員会での一般会

計でも質問させていただきましたが、他市

でも同じような条例というのがあります

ので、摂津市の立場からしますと、やっぱ

り他市よりもいい内容の条例をつくって、

他市で設備投資を考えているところを摂

津市に引っぱってくるというのがこの条

例だと思いますので、さまざまな他の地域

の条例も研究していただいて、摂津市から

出ていかないというのと、他市から摂津市

に入ってきていただくという両方をぜひ

とも考えていただきたいと思いますので、

要望とさせていただきます。 

○上村高義委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後４時２６分 休憩） 

（午後４時２８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 討論に入ります。 
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（「なし」と呼ぶ声あり） 

○上村高義委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第１号所管分について可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第３号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

議案第７号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第９号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３７号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４０号について、可決することに
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賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４３号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午後４時３１分 休憩） 

（午後４時３２分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。平成２８年度委員会

行政視察を実施することに異議ございま

せんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 次に、視察事項、視察先、視察日程等に

ついてご協議いただきますが、時間の関係

上、本日、視察先等の決定は困難かと思わ

れますので、本会議最終日において常任委

員会の所管事項に関する事務調査につい

て閉会中に調査することが図られます。本

委員会の所管事項については、老人福祉行

政について、障害者福祉行政について、保

健医療行政について、環境衛生行政につい

て、商工行政について、農業行政について、

文化スポーツ行政についてを平成２８年

度末まで閉会中に調査することにいたし

たくと思いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 それでは、次回開催時は視察項目、候補

地、複数の希望日等を提案いただきますよ

う、検討お願いします。 

なお、議案第３８号については、会期中

に継続して審査をさせていただきますの

で、本日の審査はこの程度にとどめ、散会

いたします。 

（午後４時３３分 散会） 
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